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熊本県議会 決算特別委員会会議記録第 ５ 回

平成20年10月17日（金曜日）

午前10時１分開議

午前11時15分休憩

午前11時21分開議

午前11時48分休憩

午後１時１分開議

午後１時44分休憩

午後１時49分開議

午後２時35分閉会

本日の会議に付した事件

議案第27号 平成19年度熊本県一般会計歳

入歳出決算の認定について

議案第31号 平成19年度熊本県用品調達基

金管理事業特別会計歳入歳出決算の認定

について

議案第32号 平成19年度熊本県収入証紙特

別会計歳入歳出決算の認定について

議案第33号 平成19年度熊本県立高等学校

実習資金特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

議案第37号 平成19年度熊本県育英資金貸

与基金特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

出席委員（13人）

委 員 長 早 川 英 明

副委員長 井 手 順 雄
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委 員 上 田 泰 弘

委 員 髙 野 洋 介

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

本部長 横 内 泉

警務部長 茂 木 陽

生活安全部長 川 﨑 広 文

刑事部長 德 永 幸 三

交通部長 北 里 幸 則

警備部長 吉 田 親 一

首席監察官 古 川 幸隆

参事官兼警務課長 松 本 一 幹

参事官兼会計課長 吉 村 郁 也

会計課課長補佐 松 井 公 治

理事官兼情報監理課長 木 庭 慶 章

理事官兼広報県民課長 緒 方 博 文

総務課長 吉 長 立 志

参事官（生企・少年） 浦 田 潔

参事官兼刑事企画課長 池 部 正 剛

参事官兼交通企画課長 新 藤 俊 博

理事官兼交通規制課長 田 上 隆 章

交通指導課長 井 上 愼 二

理事官兼警備第二課長 徳 永 昭 治

出納局

会計管理者兼出納局長 宮 田 政 道

首席会計審議員兼

会計課長 藤 本 玉 留

管理調達課長 坂 本 友 春
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局 長 井 川 正 明

総務課長 田 中 明

公務員課長 松 見 久

監査委員事務局
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局 長 金 田 和 洋

第一課長 藤 川 昭

労働委員会事務局

局 長 井 公 男

審査調整課長 佐 伯 康 範

議会事務局

局 長 松 山 正 明

次 長 正 木 重 臣

総務課長 吉 良 洋 三

議事課長 東 泰 治

政務調査課長 小 原 忠 隆

教育委員会

教育長 山 本 隆 生

総括教育審議員兼

教育次長 中 村 和 道

総括教育審議員兼

教育次長 新 井 久 德

教育次長 阿 南 誠一郎

首席教育審議員兼

教育政策課長 吉 村 孝

福利厚生課長 藤 本 和 夫

高校教育課長  開 純 洋

義務教育課長 木 村 勝 美

首席教育審議員兼

学校人事課長 由 解 幸四郎

社会教育課長 遠 藤 洋 路

人権同和教育課長 恵 濃 裕 司

文化課長 米 岡 正 治

体育保健課長 八十田 宏

首席教育審議員兼

施設課長 児 玉 邦 秋

高校整備政策監兼

高校整備推進室長 後 藤 泰 之

事務局職員出席者

議事課課長補佐 坂 本 道 信

議事課課長補佐 鹿 田 俊 夫

議事課課長補佐 徳 永 和 彦

議事課課長補佐 菊 住 幸 枝

午前10時１分開議

○早川英明委員長 ただいまから、第５回決

算特別委員会を開会します。

本日は、初めに警察本部と出納局及び各種

委員会等の審査を行い、その後、午後１時か

ら教育委員会の審査を行うこととしておりま

す。

それでは、これより警察本部の審査を行い

ます。

まず、警察本部長からごあいさつをお願い

します。着座のままで結構でございます。皆

さん方も、そうしてください。それでは、横

内警察本部長、お願いします。

○横内警察本部長 おはようございます。警

察本部長の横内でございます。それでは、着

座のままさせていただきます。

早川委員長を初め委員の皆様方には、平素

から警察行政の各般にわたり深い御理解と温

かい御支援をいただいており、この席をおか

りしまして厚くお礼を申し上げます。

本日は、平成19年度の決算の報告に先立ち

まして、私から、最近の治安情勢とこれを踏

まえた県警察の取り組みについて、その概略

を申し上げます。

県警察では、昨年末に終了いたしました緊

急治安対策プログラムの推進結果を検証し、

残された課題等を抽出するとともに、県民の

皆様からの意見・要望等を踏まえ、本年から

取り組む新たな治安対策として 「安全・安、

心くまもと」実現計画を策定し、現在、組織

を挙げて諸対策を推進中であります。その結

果、刑法犯につきましては、認知件数が、９

月末現在で１万2,956件と、これは昨年同期

に比べて2,093件、率にして13.9％減少して

おります。

その一方で、検挙人員は3,252人と、昨年

同期に比べ355人、率にして12.3％増加して

おりまして、検挙はふえて犯罪は減少すると

いう理想的な状況で推移しているところであ
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ります。

また、交通事故につきましては、昨日現在

で83人の方がとうとい生命を落とされてお

り、死者数は昨年同期に比ベ２人増加してお

、 、 、 、りますが 発生件数 負傷者数は 8,874件

１万1,295人と、これは昨年同期に比べて402

件、668人減少しておりまして、交通事故そ

のものは昨年に引き続いて減少傾向にござい

ます。

このように、全体として見れば、本県の治

安は、さらに改善の方向に向かっていると言

ってもよいのではないかというふうに思って

います。

しかしながら、個々に見ますと克服すべき

課題も少なくありませんで、特に本年に入り

まして、電話で子供や孫あるいは役所などを

名乗って信用させて金をだまし取る振り込め

詐欺が急増しております。９月末現在で被害

額は既に２億円を突破いたしまして、昨年の

１年間の被害総額を大きく上回っている、極

めて憂慮すべき事態となっております。

このため、県警察といたしましては、振り

込め詐欺対策のプロジェクトチームを設置し

て、詐欺の実行犯及びこれを助長する口座の

不正取得、売買、こういったものに対する徹

底した取り締りに努めますとともに、詐欺の

ターゲットになっております高齢者等を被害

から守るため、自治体、金融機関等との連携

のもと、官民一体となった予防活動を強力に

推進しているところでございます。

また、本年は、高齢者の交通死亡事故、特

に歩行中の事故の大幅増加が交通事故死者の

総数を押し上げている状況にございまして、

現在も、先週の10日から４日連続で高齢者の

方が亡くなる死亡事故が発生いたしましたこ

となどを受けて、高齢者の道路横断中の事故

防止を重点に、指導取り締りの強化や広報啓

発などの緊急の事故抑止作戦に取り組んでい

るところでございます。

このほかにも、子供の安全対策、少年非行

防止対策、暴力団等組織犯罪対策、テロ・大

規模災害等緊急事態対策など課題が山積して

いるところではございますが、さらなる治安

回復を目指し、県民が安全で安心して暮らせ

る熊本を実現するため、パトロールや事件検

挙などの力強い警察活動の推進、そして地域

連携モデル事業を初めといたします地域社会

、 「 」との連携と協働 この 安全・安心くまもと

実現計画の２つのコンセプトに基づく各施策

に、今後とも私以下3,400人の職員全員が心

を一つに取り組んでまいる所存でありますの

で、委員長初め委員の皆様方には引き続き、

警察活動に対する御理解と御支援をよろしく

お願い申し上げます。

本日は、平成19年度一般会計のうち、警察

関係分の決算につきまして御審議いただきま

すが、警務部長から平成19年中の警察活動の

概要等について、会計課長から平成19年度歳

入歳出決算等につきましてそれぞれ報告させ

ますので、御審議のほど、よろしくお願いい

たします。

○早川英明委員長 次に、警務部長から決算

概要の説明をお願いします。茂木警務部長。

○茂木警務部長 警務部長の茂木でございま

す。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

着座させていただきます。

まず、平成19年度決算の説明に先立ちまし

て、前年度の決算特別委員会において御指摘

をちょうだいいたしました、施策推進上改善

または検討を要する事項等のうち、警察関係

のものにつきまして、その後の措置状況を御

報告させていただきます。

昨年、２点の御指摘をちょうだいしており

ます。まず１点、決算特別委員長報告の第４

の１でございますけれども 「収入未済の解、

消については、関係部局においてそれぞれ努

力の跡が見られ成果も上がっているが、財源

の確保及び負担の公平性の観点から、滞納
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者・債務者の所得等の把握に努め、法的手段

を含めて適切な徴収対策を講じること 、こ」

のことについてでございます。

平成18年度末の収入未済につきましては、

第１に交通情報板等の損害賠償金、第２に交

通事故に係る損害賠償金、第３に放置違反金

及びこれに係る延滞金の３事案・４件、総額

で1,668万1,731円を計上しておるところでご

ざいます。

まず、１件目、交通情報板等の損壊に係る

損害賠償金の一部1,323万6,586円が収入未済

になっている事実について御説明申し上げま

す。

これは、平成10年３月でございますが、当

時の阿蘇郡長陽村で交通情報板を損壊した交

通事故に係る損害額の一部が未払いとなって

いるものでございます。

本件は、平成12年に支払督促事件として債

権が確定しておるわけでございますけれど

も、差し押さえるべき資産の存在が確認でき

なかったということがございまして、当時は

強制執行を保留しております。

しかし、債権確定から数年が経過し、この

ままでは債務者の存在そのものが確認できな

くなることへの懸念、また県としての債権回

収姿勢を明確に示しておく必要があるという

、 、判断に立ちまして 顧問弁護士と協議の上で

平成17年８月でございますが、強制執行、こ

れは銀行口座差し押えでございましたが、こ

の強制執行を実施したところでございます

が、金額的には非常にわずかな額しか回収で

きなかったという状況でございました。

その後も、債務者の会社の営業状況また資

産状況等につきまして、会社の所在地一帯に

おける現地調査、また民間調査機関へも委託

をいたしまして調査等を継続しているところ

でございますけれども、残念ながら実態の解

明には至らず、有効な回収方策を講じること

ができない状況でございます。

今後、効果的な調査方法を検討いたしまし

て、資産の存在の確認等に努めまして、強制

執行の再実施、また財産開示請求などの方法

によりまして、債権回収に取り組んでまいり

たいと考えております。

次に、交通事故の損害賠償金２件について

申し上げます。

１件目は、平成18年３月５日でございます

が、熊本北警察署のパトカーが追突を受けた

交通事故に係る損害賠償金６万2,798円が収

入未済となっている事案でございます。

、 、本件事故については 平成18年５月16日に

相手方が損害額６万2,798円を全額負担する

ことで示談が成立しているわけでございます

けれども、当時、相手が無職・無収入という

状態でございまして、支払いができなかった

というものでございます。

その後も収入がない状態が続いており、生

活に困窮している様子がうかがえるわけでご

、 、ざいますが 今後も引き続き本人の稼働状況

収入等を確認しつつ、また面談するなどして

早期の支払いを促し、債権回収を図ってまい

りたいというふうに考えております。

２件目でございますが、平成18年４月11日

に多良木警察署の捜査用パトカーが、少年院

からの逃走事案捜索中に、まさにその逃走す

る少年が運転する車両、これは盗難車両でご

ざいましたけれども、これから衝突されたと

いう器物損壊事案に係ります損害賠償金の一

部22万3,247円が収入未済となっている事案

でございます。

本件事案につきましては、相手方が損害額

の全体72万3,247円を全額負担するというこ

とで、これも示談が成立しておるところでご

ざいますけれども、相手方が少年でもござい

ます、また、本件事件後に沖縄の少年院の方

に移鑑されたということもございまして、損

害金の支払いにつきましては少年の母親と交

渉を行ってきたというところでございます。

その結果、損害金については母親が負担す

、 、ることになりまして 平成18年12月に50万円
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それから残金については平成19年３月に支払

うということになったわけでございますが、

この残金が未払いとなっているものでござい

ます。

この少年の母親は、母子家庭のため本人の

収入のみで３人のお子様を養育しているとい

うことでございます。また、少年に係る負債

を相当抱えている状況でございまして、経済

的に非常に困窮している様子がうかがえるわ

けでございます。

このため、本件の損害賠償金が未払いとな

っているものと思われますが、今後とも引き

続き定期的に連絡をとりながら債権回収に取

り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。

３点目でございます。放置違反金過料等に

係る収入未済について申し上げます。

放置違反金等の収入未済につきましては、

平成18年度末で放置違反金が315万8,000円、

延滞金が1,100円、合計いたしまして315万9,

100円となっておりましたが、平成19年度末

までに、放置違反金145万4,000円、延滞金1,

100円の合計145万5,100円を回収いたしまし

て、繰越分は170万4,000円となっておるとこ

ろでございます。

この間、滞納者に対します督促状や催告状

の発送はもちろん、電話また個別訪問による

督促を継続的に行ってまいりますとともに、

所在が判明しない滞納者に対しましては、市

町村に対します身上照会等を積極的に実施す

るなど、徴収対策を徹底して推進していると

ころでございます。

また、銀行に対する預金調査を行いまして

滞納者の資産状況を把握し、督促に応じない

悪質な滞納者に対しましては、強制処分であ

る滞納処分を執行するということをしており

ます。

今申し上げた滞納処分でございますけれど

も、平成19年12月に１件、差し押さえ金額は

1万7,700円、平成20年４月には３件、差し押

さえ金額は合計で5万1,700円を銀行の預金口

座から差し押さえまして回収させていただい

ております。

、 、今後とも 各種照会を積極的に行いまして

電話等による督促で滞納者の納付を促すとと

もに、銀行に対します預金調査の対象も拡大

いたしまして、滞納処分を積極的に執行する

などしまして、未収金の回収に取り組んでま

いりたいというふうに考えております。

次に、前年度の決算特別委員長報告の第４

の15でございます 「交番・駐在所は、地域。

住民の安全・安心のよりどころとして伝統的

に重要な役割を果たしていることから、統廃

合を行うに当たっては慎重に検討すること」

についてでございます。

交番・駐在所は、地域住民の最も身近な存

在であり、安全・安心のよりどころでござい

ます。そのため、交番・駐在所の配置につき

ましては、県全体の治安をどのようによくし

ていくかという観点から、事件・事故の発生

、 、 、状況 地域情勢 住民の要望等に加えまして

将来の道路整備、市町村合併など諸事情を勘

案し、総合的に検討しておるところでござい

ます。

また、検討に当たりましては、事件・事故

の発生状況などの数字だけにとらわれること

なく、交番・駐在所の存在そのものが地域の

方々に与えている安心感につきましても、地

域住民の皆様の御意見・御要望を十分考慮し

ながら、検討していきたいと考えておるとこ

ろでございます。

なお、安全・安心のよりどころといたしま

しての交番・駐在所の機能を強化していくと

いうために、交番・駐在所機能強化推進室と

いうものを、本年９月１日付で本部警務課に

設置させていただいたところでございます。

今後は、この交番・駐在所機能強化推進室

を中心に、交番・駐在所の管轄区域、位置、

体制、活動形態など、そのあり方に関する徹

底した検討を行い、基本方針の策定等を行う
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こととしております。

引き続きまして、平成19年中の警察活動の

概要を御説明申し上げます。

平成19年は、県警察の運営方針を、平成18

年に引き続き、治安回復に向けた力強い警察

活動の推進と定めさせていただきまして、そ

の実現に向けまして街頭犯罪等抑止総合対策

の推進を初め８項目の重点目標を設定し、県

警の総力を挙げて取り組んだところでござい

ますが、これらの活動状況について御報告申

し上げます。

８項目の第１は、街頭犯罪等抑止総合対策

の推進についてでございます。

主な事業といたしましては、防犯ボランテ

ィアの育成・支援事業及び子どもの安全対策

事業の２事業でございます。

まず、防犯ボランティアの育成・支援事業

についてでございます。

県内の平成19年中の刑法犯認知件数でござ

いますが、１万9,553件でございまして、前

年比501件、2.5％の減少という状況でござい

まして、平成16年以降順調な減少を見せてい

るところでございますが、平成19年10月に県

民を対象に実施した体感治安に関する意識調

査でございますと、回答者の紛半数が、本県

のここ数年の治安を「悪くなった 「どちら」、

」 、かと言えば悪くなった と回答しておるなど

県民の体感治安の回復という面では、いまだ

道半ばと言えると思います。

安全で安心なまちづくりを実現するために

は、県民一人一人の自主防犯意識を高めると

ともに、それぞれの地域において、防犯ボラ

ンティアを育成、支援し、その拡充を図って

。 、いくことが極めて重要であります このため

平成19年中も防犯ボランティアに対しますパ

トロール用ジャンパーなどの防犯資機材の提

供、リーダー育成研修会の開催、犯罪情報の

タイムリーな提供、さらには協働パトロール

の実施など、育成・支援活動を行ってきたと

ころでございます。

その結果、平成19年末における県内の防犯

、 、 、ボランティアは 544団体 約４万3,700人と

平成18年末に比べ132団体、約１万6,000人増

加しておるという状況でございます。また、

いわゆる青パト、青色回転灯の装着車に当た

りましても、平成19年末現在122団体、394台

と大幅に増加しておりまして、刑法犯認知件

数の減少に大きく貢献しているところという

ふうに考えております。

次に、子どもの安全対策事業について申し

上げます。

子供の被害に係る凶悪事件の発生が全国的

に後を絶たない現状でございます。県内にあ

りましても、その前兆とも言えます声かけ・

わいせつ事案が各地で頻発し、県民に大きな

不安を与えているところでございます。

この種の事案を防止するためには、地域社

会と一体となった取り組みが不可欠でござい

ます。中でも地域住民に対します迅速な情報

の提供、それから学校、防犯ボランティアな

どと連携した通学路等における協働パトロー

ルが重要でございます。

このため、平成19年中にゆっぴ－安心メー

ルや、地域安全ニュースなど、あらゆる広報

媒体を活用させていただきました積極的な情

報提供、防犯ボランティアと登下校時間帯に

おける協働パトロールを実施するとともに、

犯罪抑止・子ども安全フォーラムを開催し、

子供の安全確保に対する意識啓発を図ってき

たところでございます。

このほか、学校、教育委員会など関係機関

と連携を図りまして、県内全域で参加・体験

型の不審者侵入訓練や防犯講話を実施した結

果、19年中の県内における子供を対象とした

声かけ事案等は197件と、前年比で15件減少

という状況でございますとともに、凶悪事件

の発生というのは見てないという状況でござ

います。現在も、本対策事業を積極的に推進

させていただいているところでございます。

第２は、総合的な交通事故防止対策の推進
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についてでございます。

平成18年中の交通事故は、発生件数が前年

より微増しましたものの、死者数、負傷者数

ともに前年を下回りました。しかしながら、

依然として交通事故の発生等が高原状態で推

移していますことから、交通事故を減少させ

安全で安心なまちづくりを目指すため、高齢

者対策また飲酒運転対策、こういった特別対

策に加えまして、交通事故が多発する地域を

対象としました交通事故抑止重点地区対策な

どに取り組んだところでございます。

主な事業としましては、高齢歩行者教育シ

ステムの活用によります高齢者対象のシルバ

ーガード事業、また家庭の主婦等を交通安全

教育指導者に育成するという交通安全ファミ

リー意識啓発事業を推進するなど、参加・体

験・実践型、こういったものを中心としまし

た交通安全教育を延べ約30万人に実施させて

いただいております。また、道路交通の安全

と円滑を図るため、信号機26基、道路標識2,

200本等の交通安全施設を整備させていただ

いております。

その結果、平成19年中の交通事故は、発生

件数、死者数、負傷者数ともに減少いたしま

して、特に死者数においては103人というと

ころで、昭和56年と並んで昭和33年以降最少

となったところでございます。

第３は、少年の非行防止と保護対策の推進

についてでございます。

平成18年中の少年非行情勢は、刑法犯少年

の検挙・補導人員に減少傾向が見られたもの

の、全刑法犯に占める少年の割合が約41.9％

と全国平均を大きく上回っているところでご

ざいます。その内容は、万引き、オートバイ

盗などの街頭犯罪が多発したほか、集団によ

る路上強盗などの凶悪事件の発生や、覚せい

剤やシンナー等の薬物乱用、また出会い系サ

イトに係る犯罪被害も後を絶たないなど、少

年問題は、非行また被害の両面において依然

として厳しい状況でございました。

このような情勢に的確に対応するため、少

年事件の捜査を初めとする非行少年等の検

挙・補導、少年の福祉を害する犯罪の取り締

りを強化しますとともに、学校等警察連絡協

議会活動の活性化によります関係機関との連

携強化、また肥後っ子サポートセンターを中

心といたします被害少年等の保護、支援、相

談、情報発信活動の推進、少年警察ボランテ

ィア活動の活性化によります各種非行防止活

動の強化、さらには薬物乱用防止対策の充実

強化など、少年の健全な育成を図るべく、少

年の非行防止と保護の両面から総合的な対策

の推進に努めているところでございます。

平成19年中は、刑法犯少年1,884人、覚せ

い剤、シンナー等薬物乱用少年50人を検挙・

補導し、福祉犯では、児童買春・児童ポルノ

禁止法違反等110人を検挙し、被害少年100人

を保護したという状況でございます。

第４は、重要犯罪の徹底検挙についてでご

ざいます。

殺人、強盗、放火等の重要犯罪は、県民の

生命及び身体に重大な被害を及ぼし、社会的

反響も極めて大きいことから、事件の発生に

際しましては、迅速・的確な初動捜査や、綿

密な現場活動はもちろん、ＤＮＡ鑑定等の科

学捜査、捜査支援システムなど新たな捜査手

法も駆使して組織的な捜査を展開し、被疑者

の早期検挙に努めているところでございま

す。

その結果、昨年中は、前年より60件少ない

167件の重要犯罪を認知したところでござい

ますが 「熊本市平田１丁目における女性経、

営者強盗殺人事件 「女性保険外交員殺人・」、

死体遺棄事件」など、133件を検挙しており

まして、検挙率は79.6％と２年連続で向上、

全国平均の60.2％を約19ポイント上回ってい

るという状況でございまして、全国的には高

い水準を維持させていただいているというふ

うに考えているところでございます。

第５は、暴力団等組織犯罪対策の推進につ
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いてでございます。

最近の暴力団は、全国的に組織実態を隠ペ

いする動きを強めておりまして、企業活動を

装ったり、政治活動や社会運動を標榜するな

ど、さらに潜在化し、そして、あらゆる機会

を通じて構造的な利権を生み出し、資金源獲

得活動を行っておるところでございます。

そのほか、犯罪組織にとって極めて大きな

資金源となっているのが薬物の密売でござい

ます。

このような情勢を踏まえ、暴力団の人的基

盤、物的基盤、経済的基盤に打撃を与え、暴

力団を壊滅するために、暴力団総合対策を強

力に推進させていただきまして、平成19年中

には、暴力団構成員等200人、覚せい剤等薬

物乱用者173人、来日外国人被疑者39人を検

挙するとともに、財団法人熊本県暴力追放協

議会と連携し、地域からの暴力団排除活動や

暴力団事務所の撤去対策等を講じ、実際に暴

力団事務所２カ所を撤去させております。

また、銃器対策におきましても、本年５月

１日から実施されているけん銃110番報奨制

度、こういったものを活用し、銃器情報の掘

り起こし等を推進しているところでございま

す。

第６、テロ・災害等突発重大事案対策の推

進についてであります。

まず、テロ対策でございますけれども、平

成13年９月に発生した米国における同時多発

テロ以降、世界各国でテロ対策を強化してい

るにもかかわらず、平成17年には、サミット

開催中のイギリス・ロンドンにおける地下鉄

等の公共交通機関を標的とした同時多発テロ

事件が発生、その後も、パキスタン、中国な

ど世界各国でテロ事件が頻発しているところ

でございまして、国際テロ情勢は依然として

厳しいまま推移しておると考えております。

このような中、ことし７月、北海道洞爺湖

サミットが開催されたことに伴いまして、県

内のテロ対策を強化させていただくととも

に、北海道へも本県から300人以上の警察官

を特別派遣させていただきまして、サミット

警備は無事終了いたしました。ただ、サミッ

トは終了しても、日本に対するテロの脅威が

大きく低下することは考えにくく、引き続き

国際テロ対策を強化していかなければならな

い情勢にございます。

そのため、県警ではテロを未然に防止する

ため 「テロリストを入らせない 「テロの、 」、

」、「 」拠点をつくらせない テロを起こさせない

ということを基本にいたしまして、広範な情

報収集と的確な分析、海上保安庁等の関係機

関と連携した水際対策の強化、熊本空港等重

要施設の警戒警備徹底、さらにはテロ防止関

連広報活動の強化など、総合的な警備対策を

推進しているところでございます。

次に、災害等突発重大事案対策でございま

すが、平成19年中、本県においては、突発重

大事案は発生しておりませんけれども、梅雨

時における集中豪雨や台風等の自然災害によ

りまして、死者１人、負傷者６人の人的被害

が発生し、また、美里町におきましては、一

部の地域が孤立するといった事案も発生した

ところでございます。

最近、国内外におきましては、大規模な地

震、洪水が、予想されていなかったような形

態、地域で発生しておるということでござい

まして、私たちを取り巻く環境の変化を考え

ますと、今後、県内におきましても、予想を

超えた大規模災害発生の可能性も否定できな

いところでございますので、県警におきまし

ては、災害警備対策として人的被害を出さな

いことを基本に、各防災機関との緊密な連携

を保持するということとともに、平素から救

出救助技術、また装備資機材操法の向上・習

熟に努めているところでございます。

また、大規模災害に即応する専門部隊とい

たしまして、熊本県警察広域緊急援助隊とい

うものを組織いたしまして、平素から各種訓

練を行うとともに、発生に際しましては迅速
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に派遣をいたしまして、被災者の救出救助、

行方不明者の捜索、住民の避難誘導等の災害

警備活動に従事させているところでございま

す。

第７は、被害者支援総合対策の推進につい

てでございます。犯罪の被害者は、犯罪によ

る直接的な被害だけではなく、精神的、経済

的、社会的な被害などの二次的な被害を受け

ておるところでございます。社会全体で、こ

うした犯罪被害者を支援するシステムの確立

が強く求められているところでございます。

このような中、平成19年中は、犯罪被害者

への支援活動を推進するため、各種研修会の

開催を通じた支援者の育成や被害者支援ネッ

トワークの活性化及び会員の意識啓発、また

従来のものを大幅に改訂いたしまして、身体

犯、性犯罪、交通事故の３種類にきめ細かく

分けました「被害者の手引き 、こういった」

ものの作成・配布によります二次的被害の防

止・軽減、さらには犯罪被害者支援フォーラ

ムの開催によります県民意識の高揚、こうい

ったものに取り組んだところでございます。

また、事業補助を行っております社団法人

熊本犯罪被害者支援センターにつきまして

は、犯罪被害者に対し、公判付き添いや生活

支援等の直接支援活動を活発に行っておるほ

か、犯罪被害者週間キャンペーンの事業でご

「 」 、ざいます一行詩 いのちのうた コンテスト

また、警察との共催事業でございます犯罪被

害者支援フォーラム等の広報啓発活動を行

い、社会全体で犯罪被害者を支援するシステ

ムの確立に力を注いでいるところでございま

す。

最後は、警察基盤の整備充実についてでご

ざいます。

県警察では、大量退職・大量採用期を迎え

まして、現場執行力の低下が懸念されている

ところでございます。また、平成18年中は、

県民に大きな不安を与える殺人、強盗、放火

等の重要犯罪が多発するなど、治安情勢を含

め、県警察を取り巻く環境は、極めて厳しい

状況にございました。

このような中、迅速・的確に事件の解決を

図り、警察相談や犯罪被害者の支援など県民

の視点に立った警察活動を推進するため、社

会情勢の変化に対応した組織体制の見直しと

業務の合理化、優秀な人材の確保と職員の資

質・能力の向上、また若手警察官の早期戦力

化、さらには現場執行力にすぐれた力強い警

察官の育成などに取り組み、人的基盤の整備

充実に努めているところでございます。

また、犯罪の広域化、スピード化、さらに

は銃器を使用した犯罪の増加に対応いたしま

して、新しい通信指令システムの整備、警察

本部、警察署及び交番・駐在所間のコンピュ

ーターネットワークシステムの拡充、さらに

は防弾盾・防弾着などの各種装備資機材の整

備・拡充等総合的な運用などにも取り組み、

総合的な警察基盤の整備充実に努めていると

ころでございます。

以上、平成19年中の警察活動の概要につき

まして御報告申し上げましたが、県警といた

しましても、今後とも総力を挙げて、県民が

安全で安心して暮らせます熊本を実現するた

め全力を傾注する所存でございますので、皆

様方の御理解と御支援のほど、どうぞよろし

くお願い申し上げます。以上でございます。

○早川英明委員長 引き続き、会計課長から

決算資料の説明をお願いします。吉村会計課

長。

○吉村会計課長 会計課長の吉村でございま

す。それでは、着座のまま御報告させていた

だきます。

平成19年度決算資料の説明に先立ちまし

て、定期監査結果におきまして指摘事項とし

て御指摘のありました２件につきまして、そ

の後の措置状況を御報告いたします。

まず、１件目の 「交通情報板の損害に係、
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る未収金、放置違反金及び放置違反金に係る

延滞金、並びに交通事故損害等に係る未収金

について、その解消に努めること」というこ

とでございますが、さらに 「特に、今後も、

増加が予想される放置違反金については、効

率的で実効性のある未収金対策を講じるこ

と」についてでございます。

この件につきましては、先ほど警務部長が

説明いたしました交通情報板等の損害に係る

未収金についてであります。

本件につきましては、本年３月にも民間リ

サーチ会社による資産調査等を実施しました

が、残念ながら資産状況の確認には至ってな

い状況でございます。

今後、効果的な調査方法を検討し、資産の

存在確認等に努め、強制執行の再実施や財産

開示請求などの方法により、債権回収に取り

組んでまいりたいと考えております。

次に、放置違反金及び延滞金に係る未収金

についてでございます。

警務部長から説明しましたとおり、滞納処

分の執行など積極的に未収金の回収に取り組

、 、んでおり 収入調定に占める未収金の割合は

九州各県と比較しまして本県が最少となって

いる状況にございます。

なお、御指摘のありました未収金のうち、

本年９月末現在で92件、125万6,000円を徴収

しております。

しかしながら、放置違反金の355件、477万

4,000円、延滞金の12件、１万7,700円がいま

だ未収の状態となっております。

今後も、積極的に未収金の解消を図ってま

いりたいと考えております。

次に、交通事故損害に係る未収金について

であります。

これも先ほど警務部長の方で説明しました

ので簡単に御報告しますが、熊本北警察署管

内で発生した交通事故に係る損害賠償金６万

2,798円、多良木警察署管内で発生しました

公務執行妨害事案による車両棄損に係る損害

賠償金22万3,247円の２件のほかに、新たに

平成19年５月２日に熊本南警察署の警ら用パ

トカーが、盗難車両で逃走していた被疑者か

ら故意に衝突を受けた事故による損害賠償金

49万7,498円が未収となっております。

この件につきましては、平成19年８月に相

手方が損害額全額を負担することで示談成立

しておりますが、被疑者が無職・無収入の状

態にあり、また連帯保証人である実父につき

ましても個人再生の手続を行うなど経済的に

困窮している状況であることから、いまだそ

の解消には至っておりません。

今後は、定期的に連絡をし、当人の稼働状

況、収入状況等を確認するとともに、分割納

付等を検討の上、債務者を説得し早期回収を

図ってまいりたいと考えております。

次に、御指摘の２件目でありますが 「警、

察全体の公用車による事故件数は、平成18年

度には112件発生したが、平成19年度の発生

件数は前年度を34件下回って78件となってお

り、交通事故防止強化が功を奏して改善の兆

しが見受けられる。しかしながら、この数値

は全車両数（平成20年３月31日時点では948

台）から見て決して小さい数字ではない。ま

た平成19年度に人身事故が10件発生してお

り、そのうち８件が県警側の有責性が高い事

故である。したがって、今後も職員への交通

事故防止等の啓発を推進し、引き続き事故防

止の徹底に努めること」についてでございま

す。

県警におきまして、警察はその責務である

個人の生命、身体及び財産を保護するため、

犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、

交通の取り締まり等広範な活動を行うととも

に、日々生起する事案に迅速かつ適切に対応

しなければならないという警察活動の特殊性

を有しております。ちなみに、平成19年の11

0番通報件数は９万3,000件にも及んでおり、

公用車を利用した現場活動等も必然的に増大

している状況にございます。
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このような中で、平成19年度の公用車の交

通事故は残念ながら78件発生しております

が、県警を挙げて公用車の交通事故防止のた

め各種対策を講じており、現時点では徐々に

減少する傾向にございます。

県警としましては、今後とも公用車の交通

事故を防止するため、各級幹部会における指

示・指導の徹底、各種警ら車両の派出事故事

例に基づくグループ検討会の実施、事故当事

者に対する運転技術訓練の実施など、職員の

意識啓発のための各種施策を反復継続し、組

織を挙げて取り組んでおります。

引き続きまして、平成19年度の歳入歳出決

算につきまして、お手元の資料「決算特別委

」 。員会説明資料 に基づいて説明申し上げます

まず、１ページ目でございます。歳入歳出

決算総括表でございますが、歳入決算は、予

算現額32億3,696万9,000円に対し、調定額32

億5,926万7,000円、収入済額32億3,920万円

となっております。

収入未済額が2,006万7,000円となっており

ますが、この内訳は、先ほど説明いたしまし

たが交通情報板等の損害に係る未収金、放置

違反金、放置違反金に係る延滞金及び交通事

故損害に係る未収金の合計金額でございま

す。

次に、歳出決算は予算現額422億5,666万円

に対し、支出済額416億4,141万円、不用額６

億1,525万円となっております。

次に、２ページの歳入に関する調べでござ

います。２ページから７ページ３行までは、

使用料及び手数料に関するものでございま

す。

それから、７ページの４行目から８ページ

、 。の２行まで これが国庫支出金でございます

それから、８ページの３行目から９ページ

の５行目まで、これが財産収入に関するもの

でございます。

それから、９ページの６行目は、これは繰

越金でございます。

10ページから12ページまでは諸収入の状況

でございます。

10ページの延滞金、これは放置違反金でご

ざいます――の収入未済額１万7,000円及び

放置違反金の収入未済額603万円につきまし

ては、先ほど説明いたしました放置違反金等

に係る未収金でございます。

12ページの雑入の収入未済額1,402万円に

つきましては、これも先ほど説明いたしまし

た交通事故の損害賠償金の未収金でございま

す。

収入済額が予算現額より1,654万円多くな

っておりますのは、主に熊本駅帯山線緊急地

方道路整備に伴いますところの熊本南警察署

熊本駅交番の移転補償費約878万6,000円や公

用車の交通事故に伴う損害賠償金など、当初

見込めない収入があったためでございます。

次に、13ページの歳出に関する調べでござ

いますが、警察費の不用額の中で主なもので

ございますが、警察本部費につきましては各

種手当の執行残が２億4,218万1,000円、光熱

費等の節減によるものが2,936万3,000円、通

信運搬費の執行残が1,380万2,000円、ＬＡＮ

機器等の保守委託料の執行残が1,352万1,000

円、ＬＡＮ機器等のリース料の執行残が4,89

5万8,000円などでございます。

装備費につきましては、車両修繕費等の執

行残が1,115万2,000円などでございます。

警察施設費につきましては、庁舎設備補修

点検委託料の執行残、施設新築工事請負費の

執行残、合わせまして3,570万3,000円などで

ございます。

14ページの運転免許費につきましては、運

転免許関係消耗品費の執行残、取得時講習委

託料等の執行残、合わせまして4,467万6,000

円等でございます。

警察活動費につきましては、駐在所家族報

償費等の執行残2,431万9,000円、捜査活動旅

費の執行残2,436万9,000円、複写サービス料

の節減による執行残、各種消耗品購入抑制等
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による執行残、合わせまして796万1,000円、

警察電話専用回線料の節減による執行残2,20

9万4,000円、通信指令システム改修委託料等

の執行残2,910万2,000円などでございます。

続きまして、決算特別委員会附属資料に基

づきまして御説明申し上げます。

まず、１ページ目でございますが、県有財

産処分一覧表でございます。いずれも今後の

用途につきまして検討を重ね、売却したもの

でございます。

次に、２ページの取得用地の未登記一覧表

でございますが、現在におきまして未登記の

用地はございません。

次に、３ページの重点施策構成プロジェク

ト及び事業一覧でございますが、平成19年度

はプロジェクト構成事業といたしまして、安

全で安心なまちづくり事業等18事業を掲げて

取り組みました。各プロジェクトの評価及び

事業につきましては、ここに記載していると

おりでございます。

以上で、説明を終わらせていただきます。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○早川英明委員長 以上で、警察本部の説明

が終わりましたので、ただいまから質疑に入

。 、 。ります 委員の先生方 何かございませんか

はい、倉重委員。

○倉重剛委員 本部長から、概略の御説明が

ございました。その中でも、緊急治安対策プ

ログラム推進の結果が非常にいいということ

で、治安体制が非常に安定しているというこ

とで、恐らく事案件数も非常に少なくなって

いる、そういう評価があって心から敬意を表

したいというふうに思いますけれども、警務

部長からの御説明では７ページ、体感治安対

策の意識調査では、回答者の半数が治安につ

いて「悪くなった 「どちらかといえば悪く」、

なった」という回答があるということで、こ

こはどういうふうに解釈をしていいのか、ち

ょっとわからないので、そこら辺を説明して

いただきたい。

○横内警察本部長 私の方で緊急治安対策プ

ログラムの成果について申し上げましたが、

そこでは特に、今委員がおっしゃったとおり

の犯罪の件数、交通事故死者数、これが非常

に減少しているということで、いわゆる数値

の上での治安、私どもは指数治安という言い

方をしているんですが、指数治安の点では着

実に改善していると。

ただ、一方で県民の方が肌で感じる治安、

これは体感治安という言い方で申し上げてい

るんですけれども、これにつきましては警務

部長の説明にありましたとおり、昨年の秋に

県民を対象に実施した意識調査の中では、ま

だ過半数の方が最近は熊本県の治安が悪くな

っているというふうに、そういうお答えがあ

るということは、いわゆる犯罪の数とか事故

の数という、そういう実態としての治安は着

実によくなっていると思うんですけれども、

それが体感治安にはまだ十分に反映されてな

いということですね。

そういった意味で、いわゆる体感治安の方

をいかに向上させていくかというのが、緊急

治安対策プログラムでの一番大きな課題でご

ざいまして、その点も踏まえて、ことしから

の「安全・安心くまもと」実現計画で、県民

に特に体感治安の面でも本当に治安がよくな

、 、ったと感じていただけるために 例えば今回

緊急治安対策プログラムになくて新たに取り

入れたものとしては、いわゆる犯罪の検挙で

すね、そういう力強い検挙活動というような

県民の目に見える成果を、今回目標の中に新

たに掲げまして、そういったもので県民の方

に、実際に数値の上ではよくなっているんで

すけれども、感じる治安もよくなっていると

いう、いわゆる体感治安の面でも向上させた

い、そういう趣旨で警務部長と私のニュアン

ス、トーンがちょっと違っていましたのは、
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そういう事情でございます。

○倉重剛委員 治安件数いわゆる犯罪件数が

少なくなっているということは非常にすばら

しいことですし、今後とも警察は努力してい

ただきたいと思います。

しかし、それは体感的な形で県民の人がそ

ういうふうに思っているのは非常に残念なこ

とだと思うんです。それは恐らく一つの意識

の導入が、例えばテレビだとか報道関係だと

か、そういう中で全国版的ないろんな不安性

が出てきますね、そういうことが加味されて

いるんじゃないかという気がするわけです

ね。

したがって、やっぱり安心・安全という気

持ちを持つ意識が住民には非常に大事です

ね。そうすると自分自身が安心して暮らせる

ということになりますから、ぜひそういう数

値をクリアしているんであれば、一般的に普

及するように、そういう啓蒙・啓発もぜひや

っていただきたいなと思いますので、また頑

張ってください。よろしくお願いします。

○早田順一委員 今のに少し関連して、そこ

の部分の７ページの上の部分に、県内の19年

度中の刑法犯認知件数が2.5％減少するなど

というふうに書いてございます。平成16年度

以降から順調に減少を見ているということで

ありますけれども、実際に数字でお聞きしま

すけれども、検挙率というのはどのような推

移でなっているんでしょうか。

○横内警察本部長 検挙率につきましては、

昨年がいわゆる刑法犯の発生が１万9,553件

で、そのうち8,256件は検挙でございますの

で、42.2％でございます。これは平成18年度

と比べ、38％でございましたので、４％上が

っているという状況でございます。

平成15年が今回緊急治安対策プログラムを

スタートさせる直前の、一番犯罪が本県で過

去最低になったときですけれども、このとき

には検挙率が32.9％まで下がりまして、そう

いった状況から、それ以後、緊急治安対策プ

ログラムの取り組みの成果と言っていいと思

いますけれども、昨年はそれが42％まで回復

しているという状況でございます。

○早田順一委員 11ページから12ページにか

けて、重要犯罪の検挙率は79.6％と非常に高

いポイントで、全国的平均を19.4％ぐらい上

回っているということでありますけれども、

これから見ると、この42.2％というのは全国

から見るとどうなんでしょうか。

○横内警察本部長 この42.2％というのは、

いわゆる刑法犯で、窃盗事件等々を含めた全

部の刑法犯の中での検挙率で、この42.2とい

、 、うのは 昨年が全国で31.7でございますので

全国よりは10％強高いという状況でございま

す。

先ほど警務部長の方で申し上げた重要犯罪

というのは、殺人とか強盗とかの特に凶悪事

件は、やはり絶対に検挙しなければいけない

ということで、私どもは100％を目標にやっ

ているんですが、これにつきましても先ほど

申し上げたように全国と比べるとかなり高い

数値を今のところは維持しているという状況

でございます。

○早田順一委員 はい、わかりました。非常

に頑張っておられるなというふうに思いま

す。

それと、主要な施策の成果の、これは細か

いことなんですが、179ページには、暴力団

犯罪の検挙状況の表が、その成果が載ってお

りますけれども、この表を見ても、18年度、

19年度を比べて検挙――どう見たらいいんで

すかね、少なくなっているのがいいという見

方なんですかね。その中で、窃盗が19年度は

非常に伸びておりますが、これは特別な何か
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があったんでしょうか。

○德永刑事部長 刑事部長の德永でございま

す。その件につきまして、御説明させていた

だきます。総論と各論から御説明申し上げた

いと思います。

我々が警備員で道を歩き始めた昭和50年代

は、暴力団がこういった窃盗事件に手を染め

ると破門・絶縁という重い処分を科していた

組織がありました。

しかし、その後暴力団対策法が適用されま

して、いわゆる資金源に枯渇してきた、いわ

ゆるしのぎが難しくなってきたというような

ことで、組織窃盗に手を染める組員がふえて

きたというのが最近の実情であります。

、 、ちなみに 平成15年からの統計を見ますと

人員だけでいきますと、暴力団の窃盗犯の検

挙が平成15年が29人、16年が18人、17年が14

人、18年が29人、19年が24人、ことしの１ー

９月で11人を検挙しております。いずれも、

暴力団の組織構成員であります。

この中で、委員御指摘の窃盗犯の検挙は82

9件増加したというふうになっておりますの

は、玉名警察署と市内３警察署で合同で自動

販売機荒らし、これはよその県でやりました

パーキングの自動精算機ですね、お金を入れ

るあれを壊して金を取る事件がありまして、

これを４署で検挙いたしました。この検挙が

全体で874件ありました。幾分かはことし原

票が入ってきましたので、ことしにずれ込ん

でおりまして、ことしも１ー９月で既に316

件を検挙しているという状況になっておりま

す。これは県内の発生ではありませんで、よ

その県の発生ということになりますので、検

挙だけがふえるというような実態になってお

ります。県内にこれだけの暴力団の窃盗犯が

あったかというと、そうではないということ

でありますので、当方としましては検挙が上

がって実績が上がったというふうに理解して

おるところであります。

○早田順一委員 ありがとうございました。

○上田泰弘委員 済みません、これは多分簡

単な質問だと思うんですけれども、教えてく

ださい。

この放置違反金の放置違反とは、どういう

あれなんですか。放置違反とは、車をとめっ

ぱなしにしておるあれですかね。

○井上交通指導課長 放置駐車違反といいま

すと、駐車違反と認められる場合で、車両の

近くに運転手がいないなど運転者がその車両

を離れていて、直ちに運転ができない状態に

あるものをいいます。

○上田泰弘委員 その放置違反金が、やっぱ

りこれだけあるわけですね。

○井上交通指導課長 そうです。

○倉重剛委員 わからないから、ついでに同

じ質問をしたいと思います。

昨年の指摘事項が、今の放置違反金とそれ

から交通情報板、交通情報板の損害というの

は、えらい大きいんだけれども、これは内容

は何ですか。だれかがぶつけて壊した。場所

を具体的に教えてくれんかね。

○茂木警務部長 これは平成10年に阿蘇郡長

陽村で起こった事故なんでございますが、こ

れは佐賀県にある運送会社の大きなトラック

が、交通標識といいましてもいろんな情報を

電子的に示します情報板というのがあるんで

ございます。それを損壊したというものでご

ざいますので、単なる標識を壊したというん

じゃなくて、いろんな表示ができる、そうい

う装置を壊したという事件でございます。損

害額は全額で1,700万円ほどあったんでござ

いますが、このうち任意の保険でカバーでき



- 15 -

るという部分がございましたが、それはもう

回収したわけでございますが、その残りの金

額について回収ができてないというものでご

ざいます。損害金が多いのは、単なる一般の

道路脇にある標識ではなくて、いろんなもの

を表示する電子的な情報板であるということ

でございます。

○倉重剛委員 なるほど。はい、わかりまし

た。

○池田和貴委員 済みません、根本的なとこ

ろかもしれませんが、決算特別委員会の説明

資料にあるんですが、これは歳入歳出の決算

総括表なんですね。これで私は、歳入歳出は

同一になるのが普通の会計諸表なんじゃない

かというふうに思うんですが、この場合には

歳入が32億で歳出が422億ということで、こ

。 、れはバランスがとれてないんですね これは

なぜこういうふうな形の歳入歳出決算総括表

になるのか、ちょっと教えていただけますで

しょうか。

○吉村会計課長 この歳入のところに内訳を

書いておりますが、この主なものとしまして

使用料、手数料等が一つの財源になっている

わけですけれども、そういった手数料のほか

に当然、県の予算もあるわけですので、そう

いったものをトータルしまして総額警察費と

しまして400数十億の警察費が認められてい

るというような状況になるわけですね。

それから、歳出につきましては、当初の予

算現額との違いは、例えば歳入てもそうです

けれども手数料、今、運転免許の申請者の方

等は、今だんだん少なくなっていたりしまし

て予測ができない。そういったところで大幅

に少なくなったりとか、そういう差が当然出

てまいります。

それから、歳出の部分におきましては、警

察活動旅費等は、事件の発生そういったとこ

ろの広域性のあるものだったのかどうかと

か、その事案によって読めない部分もあった

りします。そういったところでのずれが出た

り、それから人件費のところで言いますと、

退職者これが例年自己理由による退職者が相

当数あるわけですけれども、19年度中はそれ

が非常に少なかったということで大幅な減額

があったとか、この歳入の部分は特定財源の

みを記載している、それで先ほど申し上げま

したような一般財源は記載してないといった

ところから、この総額の数字に、御指摘のよ

うにアンバランスの状態が出てくるというこ

とでございます。非常にわかりにくかったと

思いますが、よろしゅうございますでしょう

か。

、 。○池田和貴委員 その理由は わかりました

特定財源のみを歳入で出したということです

よね。ただ、わかるんですけれども、私はど

うも今までいろんなところの役員とかもして

いますが、やっぱり歳入と歳出がアンバラン

スな形の総括表というのは、これは総括表と

してどうもおかしいような気がするんです

よ。当然、歳入と歳出は一緒にならぬとおか

しいと思うので、これは当然問題はないとは

思っておりますが、表記の問題なのか伝統的

にこういうやり方をされてきたのかわかりま

、 。せんが ここはどうもぴんとこないんですよ

特定財源のみじゃなくて、その他の歳入をこ

こに記載することについて別に不都合はない

んじゃないかと思うんですが、その辺はどう

なんでしょうか。

○早川英明委員長 この件については、会計

管理者の方から。

○藤本会計課長 会計課ですけれども、今の

問題は、県全体の予算措置の問題になるかと

思います。今、特定財源だけを計上するとい

うことで、各部門部門を見ていきますと当然
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そういうことになってまいります。所管する

歳入をここに計上する、もちろん歳出関係は

人件費を含めたところの事業活動費を歳出の

中で計上していく。あと一般財源といいます

のは、やはり一番大きなのは県税関係がある

かと思いますけれども、そういったものが歳

出の中で充てられていくということになりま

すので、その分については県税は収入として

税務課の方で計上いたします。そうなってき

ますと、例えば税務課分だけ見てみますと、

、 。県税がかなり 何百億という格好になります

そうした中で歳出は人件費とか何かでほんの

。 。少額と そこでもバランスを欠いていきます

そういった意味から、県全体で歳入・歳出

を合わせるということになりますので、個々

の部門ごとに見てみますと、こういったアン

バランスというのは当然出てくるということ

になるかと思います。これは予算の仕組みの

問題かと思いますので、ここでいう総括表に

つきましてはそれぞれの分野、警察の場合で

は、警察の方で歳入される分については歳入

として計上、それから歳出の分については、

先ほど言いました人件費を含めた事業活動費

を計上するといった仕組みになりますので、

個々に見ていきますとこういったアンバラン

スというのは必ず出てくるということかなと

思います。

○池田和貴委員 わかりました。

○森浩二委員 県有財産の処分について、ち

ょっとお聞きします。

美里町と合志市ですか、役場に売っておら

れるわけですけれども、何でこのように安い

。 、 。んですか あと 個人の方はわかるでしょう

○吉村会計課長 会計課長の吉村でございま

す。

御質問の点は、この表の２の件が１つでご

ざいましょうか。これにつきましては、美里

町から土地は借り受けていたものでございま

す。建物につきましては、単独随契で町へ売

却しましたが、この価格設定につきましては

評価額等から積算したものでございまして、

その積算額に基づいての売却ということにな

っております。

○森浩二委員 これは建物。土地じゃなかで

すか。

○吉村会計課長 土地は借り受けで、借地で

す。

○森浩二委員 では、合志市もそうですか。

○吉村会計課長 この６番でございましょう

か。これも土地につきましては、合志市から

借り受けていたものでございます。建物につ

いては、単独随契で市の方へ売却をしており

ます。先ほど申し上げましたように、価格設

定につきましては評価額から積算したもので

ございます。

○早川英明委員長 よかですか。私はそうい

う経験がありますけれども、崩さな戻されん

でしょう、崩さないかんから崩し賃の方が高

くなるとですよ。逆に払い戻しせんなら……

だから少々でも金額が入ってきたら県の財産

になるということでしょう。そういう説明を

してください。

○吉村会計課長 御指摘のように、解体費用

の方が高くつくケースもございます。

○福島和敏委員 私は県議になって６年なん

ですが、それまで実は自家用自動車協会だと

か安全運転管理者とか、いろんな地元でお世

話をしていたんですが、そのころから一般市

民の方が、例えば免許更新のときに「交通安

全協会に入りませんか」と。一般の人は、何
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か強制みたいに受け取るんですね。今は任意

という形になっておると思いますけれども、

その安全運転管理者まで含めて、そういうの

は、自家用自動車協会も含めて今もあるんで

しょう。

決算の中身をいろいろ見てみると、これは

ちょっとおかしいよなというようなものが実

はあるんですね。そういうものは警察とは直

接関係はないとおっしゃるかもしれませんけ

れども、事務局が全部警察内でやっておるん

じゃないかなという気もしているんですが、

その辺の決算内容とか、もう一つは、一般市

民の方たちがそういう組織に対してどう思っ

ておられるのかというのは、そういうことま

で気配りをされているのかどうかというのも

あるんですよ。関係ないと言われると関係な

いのかなと思うけれども、どうなんでしょう

かね。これは交通部長かな。

○北里交通部長 交通部長です。

警察の方で所管といいますか、監督する法

人というのはいろいろございまして、今の自

家用自動車協会、これについては年１回の監

査等も実施いたします。それから交通安全協

会ですね、警察の方で業務を委託していると

ころ、これについては監査いたします。

ただ、今委員が言われますような、おかし

いというお話ですけれども、その具体的なも

のがちょっとわかりませんし、それと先ほど

警察の窓口でその安全協会費についてもとい

う話をされたんですけれども、今までのいろ

んな誤解を、強制じゃないかという誤解を受

けるということもございましたものですか

ら、窓口をきちっと分けて、それとそういう

案内を、強制に当たらないようにという指導

等はしておりますけれども、最近はそのよう

な声は随分聞かなくはなってはいるんですけ

、 、れども まだそういう事実があるのであれば

そういう強制ととられるようなことのないよ

うな指導というものをやっていきたいという

ふうに思います。

○福島和敏委員 私たちも当然、免許更新に

行きますよね。そうしたら１個人でも「どう

されますか」と言われたら、なかなか断りづ

らい雰囲気なんですね。それは、もうおわか

りかと思うんですよ。それを、やっぱり解消

する必要があるんじゃないかな。当然いろん

な、交通安全に寄与する部分は大いにあると

思いますけれども、なかなかそういう理解を

得られないという部分があるような気がしま

すので、それを払拭するようなものも、やっ

ぱり必要じゃないかな。

私がもう１つ言いたいのは、中身を、特に

金にまつわる決算状況というようなものが本

当に把握されているのかな。例えば、研修費

が50万とかいうレベルで毎年上がってくるん

ですね。そうすると、みんな忙しいものだか

ら研修なんかに行く暇は全然ないんですよ

ね。金があるからどこかへ行こうかという発

想なんですよ。これはおかしいんじゃないか

と、当時、私は理事をしていて思っていたん

ですね。その金は皆さんが出したお金じゃな

いですか。だから、そんなら何も集めなくて

もいいじゃないかとか。だから決算の中身に

ついて、きょうは全然上がってきませんけれ

ども、やっぱり県民の中にはそういう不信感

を持っている人がたくさんいらっしゃるとい

うことを、本部の方でもぜひチェックをして

。「 」ほしいなと思うしね 直接関係ありません

ということではないような気がするんだけれ

どもね。

○北里交通部長 ただいまの件にお答えいた

しますけれども、交通安全協会の仕事内容に

ついては、もう皆様方も御存じのとおりであ

ると思います。

それと、警察で監督する分は県の協会、委

託しているところ、それと今委員がおっしゃ

っているのは各地区の交通安全協会というふ
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うに思うわけですね。各地区の交通安全協会

につきましては、これは任意の団体でござい

ます。そして、その中で会計処理をやってお

るんですけれども、ですから、これはあくま

でも各地区の中で各役員の方がおられて、監

事等もおられて、そういう中での決算という

ふうに私どもは承知をしております。ですか

ら個々の、各地区のそういう収支についての

。 。監督権限はございません そういうことです

それと、ただ交通安全協会の役割と申しま

すか、これは委員の皆様御存じのとおり、昔

からの長い歴史もございますし、それなりの

各地区での活動実績もございます。そういう

意味では、やはり各地区での交通事故防止に

は大いに寄与している団体だというふうには

思っておりますけれども、先ほど委員御指摘

のように、強制ではないかというような、そ

ういう部分は交通安全協会の実際の活動がど

う行われているかということをしっかり地区

の人たちに知らせること、これがやっぱり不

足しているがために、そういう強制という感

覚を持たれる。しっかりした活動をこれだけ

やっておるということを県民の方に知っても

らえれば、これは喜んでという話ではないで

、「 、 」 、しょうけれども ああ 必要だな という

各地区でもそれなりの努力を、事故の写真を

出してみたりとか、あるいはチラシをつくっ

、 、たりとか 高齢者宅を個別に訪問したりとか

いろんなことをやっておられるんですけれど

も、そのような活動が十分に知られていない

部分があるのではないかなという気はいたし

ます。その付近もひっくるめまして各地区の

交通安全協会が本当に必要なんだということ

をわかってもらうための方法もやってもらう

ように、指導していきたいというふうに思っ

ております。

○早川英明委員長 この件につきましては、

きょうは今言われましたように、警察本部の

決算委員会でありますから、交通安全協会の

方で実施されておりますから、これでこの件

につきましては打ち切りたいと思います。福

島委員におかれましては、後でまた詳細に聞

いてください。

ほかにございませんか。はい、どうぞ。

○早田順一委員 説明資料の14ページの裏の

ページの最後ですね。そこに警察活動費の中

ですけれども、各種消耗品と。お尋ねしたい

のがそれぞれの警察署がございますけれど

も、いろんな消耗品とか備品とか、そういう

のは本庁で一括してされているのか、それと

も各警察署にお任せでそういったものを購入

されているのか。そうであるならば、地元業

者を極力利用されているのかどうか、ちょっ

とお尋ねします。

○吉村会計課長 私の方から、回答いたしま

す。

委員御質問の件、各警察署にそういった消

。 、耗品等の購入予算があるのかと 備品予算は

各警察署に配分しております。それ以外のも

のは本部調達ということでやっております

が、各警察署でも、例えばコピー用紙、これ

の同一種類が20万円を超える場合は本部で調

達します。それ以下であれば各警察署。だか

ら、文房具だとかそういった少額のもの、こ

ういったものは各警察署で調達をしておりま

す。

それから、そういったものの総額が例えば

10万円以上になるような場合には見積もり合

わせ、３者見積もりとかそういったことで、

より競争性を担保しながら、公平性を担保し

てやっているというのが現状ですが、一方、

先生方も御承知のとおり昨年、熊本県中小企

業振興基本条例というのが３月に出ておりま

すけれども、その条例の趣旨といいますか、

予算ですから当然安い方がいいということも

あるわけですけれども、その適正な執行、そ

れから透明性というんでしょうか、それから
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公正な競争の確保に留意しながら、できるだ

け地場で調達できるものは、そういった趣旨

にのっとって配意するようにというような一

般的な指導はしております。

だから、どうしても１社だけに、１店舗だ

けに偏るというようなことになりますと、特

定の者に偏っておるじゃないかというような

ことにもなりますものですから、そういった

ことに配意しながら、各警察署でもそういう

消耗品というのは調達しておるという状況で

ございます。

○早田順一委員 その上に、駐在所家族報償

費等執行残と書いてありますけれども、ここ

の報償費というのがどういうものが報償費な

のかというのを、ちょっと御説明いただきた

いと思います。

○吉村会計課長 これは駐在所をイメージし

ていただきますと、配偶者がいますよね。配

偶者が帯同しておりますと、遺失物届けだと

かいろんな事例、表示だとか、そういったこ

とを協力しながらやっていく、そういう配偶

者に対する報償費がこの駐在所家族報償費の

中身でございます。

なぜ、これだけ執行残があるかといいます

と、配偶者を帯同しない単身駐在所とかが最

近少しふえていまして、駐在所の数で見込ん

だ予算額よりも、そういう帯同率が少し低か

ったために、それが執行残となった、それか

ら兼轄駐在所というのがありますから、当然

そういったところは配偶者を帯同しませんの

で、そういったところの分の予算が残ったと

いうようなことでございます。

○早田順一委員 この報償費というのは駐在

所だけではなくて、いろんな報償費があるん

だろうと思いますけれども、決算上では報償

費というのは幾らぐらいの金額になるんでし

ょうか。

○吉村会計課長 捜査費も含めてということ

でございますか。

○早田順一委員 報償費と名目の付くものは

……。

○吉村会計課長 19年度の捜査報償費の決算

額は、2,762万803円が捜査報償費の決算額に

なっております。

○早川英明委員長 ほかにございませんか。

（｢なし」と呼ぶ者あり）

○早川英明委員長 なければ、これで警察本

部の審査を終了いたします。

先ほど倉重委員の方からもお話がございま

したように、やはり警察の皆さん方は本当に

御苦労をいただいておりますけれども、この

体感治安というのは私はこれが一番大事だろ

うというふうに思います。やはり、これを県

民の皆さん方に、安心・安全で、熊本県の治

安はいいんだということが、観光面ひいては

県勢全般に大きく寄与するものであるという

ふうに私は思っております。どうかひとつ、

そういう意味でさらに御努力をお願い申し上

げたいというふうに思います。

それでは、これで警察本部の審査を終わり

ます。

午前11時15分休憩

午前11時21分開議

○早川英明委員長 それでは、委員会を再開

します。

これより出納局及び各種委員会等の審査を

行います。審査は、出納局、人事委員会事務

局、監査委員事務局あるいは労働委員会事務

局、議会事務局の順に説明を求めた後に、一

括して質疑を受けたいというふうに思いま

す。

初めに、会計管理者から決算概要の説明を
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お願いします。宮田会計管理者、どうぞ。着

。 、 。座のままで結構です 皆さん方も そうです

○宮田会計管理者 ちょっと冒頭、立って御

説明申し上げます。

出納局の平成19年度決算の概要について御

説明申し上げます前に、去る10月11日、収入

印紙を県から詐取したとして、熊本土木事務

所の職員が逮捕されたことにつきましては、

県における物品の出納及び保管事務の責任者

として、まことに遺憾であり心よりおわび申

し上げたいと思います。

現在、出納局におきましては、本事件に係

る収入印紙の出納及び保管の状況等につい

、 、 、て 土木部と事実の確認を行っており また

これとあわせて、収入印紙等の出納及び保管

の状況について全庁を対象とした実態調査に

着手したところでございます。その結果を受

け、今後こうした事態が発生しないよう、収

入印紙等物品管理のあり方について見直すこ

ととしております。

それでは、出納局の平成19年度決算の概要

について、御説明申し上げます。

お手元の決算特別委員会説明資料――出納

局分でございます――１ページの歳入歳出決

算総括表により御説明いたします。

当局では、一般会計、収入証紙特別会計及

び用品調達基金管理事業特別会計の３会計を

所管しております。

これら３会計を合わせた歳入の決算状況で

ございますが、収入済額は、37億8,200万円

、 。余で不納欠損額 収入未済額はございません

次に、歳出の合計でございますけれども、

予算現額37億6,100万円余に対しまして、支

出済額は、36億7,600万円余で、不用額が8,4

00万円余となっております。

なお、不用額は、経費節減等に伴う執行残

のほか、収入証紙特別会計において、一般会

計への繰出金が見込額を下回ったことによる

ものでございます。

以上が決算の概要でございますけれども、

詳細につきましては、各課長が御説明いたし

ますので、よろしく御審議いただきますよう

お願い申し上げます。

○早川英明委員長 引き続き担当課長から、

決算の資料説明をお願いします。

初めに、藤本会計課長。

、 。○藤本会計課長 会計課 藤本でございます

最初に定期監査の結果でございますけれど

も、出納局では公表事項はございません。

それでは、出納局説明資料の２ページをお

願いいたします。

一般会計の歳入でございます。諸収入いず

、 。れも不納欠損額 収入未済額はございません

２段目の県預金利子は、収入済額が５億8,

700万円余で、歳計現金の預金に伴う利子収

入でございます。

なお、会計課では歳計現金のほか基金及び

歳計外現金を一括して資金運用しております

けれども、全体では11億3,100万円余の利子

収入がございました。

差し引きの５億4,400万円分につきまして

は、基金等の運用に係る収入として、それぞ

れの所管課に配分いたしております。

最下段の雑入は、自動車登録抹消に伴いま

す自動車税の還付金で、送金通知後１年間受

け取りがなかった分等の収入でございます。

３ページをお願いいたします。

。 、 、歳出でございます ２段目 一般管理費は

人件費でございます。

３段目、会計管理費は、財務会計システム

の維持管理経費や会計事務推進経費で、不用

額の1,696万円余は経費節減に伴う執行残で

ございます。

最下段の利子は、資金の一時借り入れに伴

う支払い利子でございます。

次に、４ページをお願いいたします。

収入証紙特別会計でございます。県への許
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認可等申請に当たって、証紙による収入方法

をとっている約680種類の使用料、手数料等

の収入につきまして、会計課で特別会計によ

り一元管理しているものでございます。

制度といたしましては、県が作成した証紙

をあらかじめ証紙売りさばき人――現在43団

体ございますけれども――に販売しておきま

して、許認可等の申請者がこの売りさばき人

から所要の証紙を購入し、申請書に貼付して

申請手続を行うものでございます。

まず、歳入でございますが、収入済額は証

紙売りさばき人への証紙の販売収入28億9,92

7万円余及び前年度からの繰越金２億876万円

余でございます。いずれも、不納欠損額、収

入未済額はございません。

上段諸収入の予算現額と収入済額との差１

億5,727万円余は、販売額が見込額を上回っ

たためでございます。

５ページをお願いいたします。

歳出でございますけれども、支出済額は28

億9,340万円余で、許認可等申請に伴う手数

料そして申請に基づき関係所属に繰り出した

ものでございます。

不用額5,659万円余は、申請実績が見込み

を下回ったためでございます。

なお、証紙収入に対して歳出の繰越金が約

580万円少なくなっておりますけれども、こ

れは主に売りさばき人の証紙の手持ち在庫及

び申請者の証紙の未使用によるものでござい

ます。

会計課は、以上でございます。よろしくお

願いいたします。

○坂本管理調達課長 管理調達課坂本でござ

います。

それでは、資料の６ページをお願いいたし

ます。

一般会計の歳入は、不用品売り払いの財産

収入425万1,000円と諸収入764万円でござい

ます。

調定どおり収入いたしておりまして、不納

欠損額、収入未済額はございません。

次に、７ページをお願いいたします。

一般会計の歳出でございます。総務費の一

般管理費の支出額が9,229万2,000円で、不用

額の117万5,000円は人件費の執行残でござい

ます。

会計管理費の支出済額が1,735万9,000円

で、不用額の100万6,000円は経費節減に伴う

執行残でございます。

次に、８ページをお願いいたします。

用品調達基金管理事業特別会計でございま

す。この特別会計は、物品の集中調達を図る

ために設置している用品調達基金の円滑な運

営を図ることを目的としており、具体的には

用品調達基金で調達した物品を各部局に交付

する際、手数料をいただき、これを歳入とし

て特別会計に繰り入れ、物品調達に必要な人

件費、事務費に充当しているものでございま

す。

まず、歳入につきましては、繰入金3,407

万9,000円と繰越金1,539万3,000円でござい

ます。

調定どおり収入いたしておりまして、不納

欠損額、収入未済額はございません。

次に、９ページをお願いいたします。

特別会計の歳出でございます。総務費の支

出済額が4,068万8,000円で 不用額の152万5,、

000円は人件費及び経費節減に伴う執行残で

ございます。

以上でございます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。

○早川英明委員長 次に、人事委員会事務局

長から、決算概要及び費用の説明をお願いし

ます。井川事務局長。

○井川人事委員会事務局長 人事委員会事務

局でございます。決算の概要について御説明

申し上げます。資料は、決算特別委員会説明
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資料、人事委員会事務局分でございます。２

ページでございます。

、 、歳入についてでございますが 収入済額は

263万円で、不納欠損額、収入未済額はござ

いません。

３ページの歳出の方でございますが、歳出

については、支出済額は、１億8,661万9,000

円で、翌年度への繰り越しはございません。

1,130万1,000円の不用額は、経費節減等に

よる執行残でございます。

なお、定期監査における公表事項はござい

ません。

よろしく御審議のほど、お願い申し上げま

す。以上でございます。

○早川英明委員長 次に、監査委員事務局長

、 。から 決算概要及び資料説明をお願いします

金田事務局長。

○金田監査委員事務局長 監査委員事務局長

の金田でございます。

監査委員の決算の御説明に入ります前に、

ひと言述べさせていただきたいと存じます。

今回、会計管理者の方からもお話がござい

ましたけれども、熊本土木事務所におきまし

て生じました不祥事に関しまして、執行機関

に対します牽制機能を有します監査といたし

まして、その時点で発見ができなかった、そ

の役割を完全に果たすことができなかったと

いうことに対し、じくじたる思いがございま

すし、まことに遺憾に存じているところでご

ざいます。

今後は、監査の視点の変更等を検討いたし

まして、さらに有効な手段を検討して、各執

行機関への牽制機能を十分に果たすことがで

きるよう、この機能自体を再構築・強化して

まいりたいと存じます。よろしくお願い申し

上げます。

それでは、着座をいたしまして、平成19年

度の決算につきまして御説明を申し上げま

す。

配付いたしておりますお手元の資料、監査

事務局の分でございますが、この２ページ目

をお開きいただきたいと存じます。

２ページの記載部分は歳入でございまし

て、諸収入の7,000円のみという形で、不納

欠損額それから収入未済額はございません。

続きまして、3ページをお開きいただきた

いと存じます。これは歳出でございまして、

支出総額が総務管理費で17万円、委員費で2,

114万円、それから事務局費１億8,345万円余

となっておりまして、内訳は監査委員それか

ら事務局職員の人件費及び事務費ということ

で執行させていただいている経費でございま

す。

なお、不用額につきましては、委員費の方

で122万円余、それから事務局費の方で990万

円余の不用額が生じているところでございま

すが、これはいずれも経費節減に伴う執行残

ということでございます。

以上、よろしく御審議のほど、お願い申し

上げます。

○早川英明委員長 次に、労働委員会事務局

長から、決算概要及び資料の説明をお願いし

ます。井事務局長。

○井労働委員会事務局長 労働委員会事務局

でございます。

お手元に配付してございます説明資料に基

づき御説明申し上げます。

２ページをお願いいたします。

歳入は、諸収入の8,000円のみで、不納欠

損額、収入未済額はございません。

次に、３ページの歳出については、支出済

額が一般管理費３万4,000円、委員会費3,159

万円余、事務局費9,983万円余で、その内訳

は、委員と事務局職員の人件費及び事務費で

ございます。

次に、事務局費の不用額459万円は、経費
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節減に伴う執行残でございます。

なお、定期監査の結果については、公表事

項はございません。

、 。御審議のほど よろしくお願いいたします

、 、○早川英明委員長 次に 議会事務局長から

決算概要の説明をお願いします。松山事務局

長。

○松山議会事務局長 議会事務局長の松山で

ございます。

議会事務局におきましては、平素から円滑

な議会運営が行われますように、総務課、議

事課、政務調査課の３課体制で業務の遂行に

当たっているところでございます。

今後とも、スムーズな議会運営のため、適

切な事務執行に努めてまいる所存でございま

すので、先生方におかれましては、よろしく

御指導賜りますようお願い申し上げます。

本日御審議いただきます平成19年度歳入歳

出決算につきましては、総務課長から御説明

、 。いたしますので よろしくお願いいたします

○早川英明委員長 引き続き、総務課長から

決算資料の説明をお願いします。

○吉良総務課長 議会事務局総務課長の吉良

でございます。

まず、平成20年度の定期監査における公表

事項はございません。

次に、議会事務局の決算状況につきまして

御説明申し上げます。お手元に配付しており

ます議会事務局決算特別委員会資料の２ペー

ジをお願いいたします。

歳入について御説明申し上げます。収入済

額は、諸収入が146万9,000円でございます。

不納欠損額、収入未済額ともにございませ

ん。

次に、３ページをお願いいたします。

歳出について御説明申し上げます。議会費

全体で支出済額は13億4,713万7,000円でござ

います。

不用額は、6,390万3,000円でございます。

このうち、本会議開催経費や議員報酬等で構

成されます議会費の不用額が4,613万9,000円

でございます。これは、国内外の調査活動が

予定を下回ったこと等によるものでございま

す。

次に事務局費でございますが、不用額が1,

776万5,000円でございます。これは、経費節

減等によるものでございます。

よろしく御審議のほどをお願いいたしま

す。

○早川英明委員長 以上で、出納局及び各種

委員会の説明が終わりましたので、それぞれ

の質疑に入ります。何かございませんか。池

田委員。

○池田和貴委員 ２点お伺いしたいと思いま

す。

まず、出納局の方にお尋ねいたしますが、

預金利子の基金を含めた平均した運用利率は

大体どれくらいで運用されているのかという

のを、まずお尋ねしたいと思います。

２点目が、先ほど監査委員会の方から、今

回の収入印紙にかかわる問題について遺憾の

意が表明されたところでございますが、それ

を発見できなかったのは、監査のシステムと

しての問題がどこかにあったのか、それとも

監査をしていく方々の能力の問題だったの

か、その辺を教えていただきたいというふう

に思います。

○藤本会計課長 会計課でございます。

預金利息の平均利率は、全体で0.766％で

ございます。

○金田監査委員事務局長 今回の事例につい

て、システムなのか能力なのかというお問い
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合わせがございました。

システムという形を突き詰めて言いました

場合には、今回のものはシステムであろうと

考えております。

監査制度そのものが、全数検査に入るとい

うことではございません。いわゆる抽出監査

でございます。それが１点。

それから、視点をそれぞれの年度でもしく

は共通の認識という形で持っております。そ

の持っております視点に基づきました監査と

、 。 、しては 今回は一応できておったと ただし

その視点の、先ほど御説明いたします前にお

話をいたしましたように、その視点そのもの

を変更していかなければならない可能性はあ

る。ただ、これを変えますと、今度は全体的

な見方をまた少しずつ変更しなければならな

いということもあるということでございま

す。能力ではないと考えております。

○池田和貴委員 まず、出納局の方からです

が、運用利率0.766ということで、非常にす

ばらしい運用だと私は思います。基本的に安

全性を担保しながらその運用利益を上げてい

くということは、結構大変なんですね。その

運用のための手法というのが非常に限定され

てきますので、その中で0.766という全体の

運用利率は非常に頑張られているというふう

に思います。さらに少しでも、この辺の収入

がふえるように頑張っていただきたいと思い

ます。

あと監査については、今おっしゃいました

けれども、個人の能力の問題だということで

なくて、やはり今回のことを受けて、やはり

抽出監査であっても、こういう問題があった

ところについてはさらに、今システムの運用

見直しをしていただいておりますが、これが

きちんと機能するかどうか、監査委員の方と

しても、監査をする中で実証していっていた

だきたいというふうに思いますので、その辺

、 、は考えていらっしゃるとは思いますが 今後

同じことが２度と起きないように、また、そ

のシステム自体が不備な点であろうというの

は、多分その監査をされた、抽出監査であろ

うとも、監査をした立場から意見を述べて、

それを改善していくようなシステムがあるの

だろうとは思いますが、その中で十分機能し

ていただいて、よく見ていただきたいという

ふうに思っています。以上です。

○田大造委員 関連してちょっとお聞きし

たいんですが、今回の収入印紙詐欺はどうや

って発覚したんですか。新聞報道ぐらいでし

か情報がないんですが、お願いします。

○坂本管理調達課長 私どもも、新聞情報で

しか、ちょっとつかんでおりません。なかな

、 、か そこまで話をしていただけないというか

事実がまだよくわかっていない。事実確認が

まだ警察の方も新聞情報程度でしか教えてい

ただけない。

○早川英明委員長 これは、やっぱり金券シ

ョップあたりに売るわけですか。持っておっ

、 。 。たって 何にもならぬですから 総額は幾ら

○坂本管理調達課長 新聞によりますと一

応、逮捕した案件はまず４万5,000円という

ことで書いてございました。

○倉重剛委員 監査委員の経験者だからね、

熊本土木も監査したことがあるんだけれど

も、こちらから問題を見つけ出すのは非常に

厳しいですよ、難しいですよ。与えられた資

料で見ていくわけです。しかも短時間で見る

わけだからね。だから「監査委員の能力か」

と先ほどおっしゃったけれども、能力とはそ

んなもんじゃない。やっぱりシステム的に私

は問題があるんじゃないかという気がするん

です。だから、今どういうことが発覚したの

かよくわからないということらしいけれど
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も、そこら辺をよく調査して、二度と起きな

。 、 。いように 正直言って みっともないですよ

○坂本管理調達課長 先ほど管理者の方から

お話がございましたように、昨日付で実態調

査を実施しております。その段階で、例えば

決裁の流れとかそういうものを調査しており

、 、ますので どの段階でどのようになったのか

実態調査の結果を踏まえて検討したいという

ふうに思っております。

○倉重剛委員 状況をよく知らなかったけれ

ども、警察の方は立件されておるんですか。

処分関係も、まだ決まってないわけだな。

○坂本管理調達課長 熊本土木事務所に関し

て言えば、関係書類も全部押収されておりま

して、それについては把握できない状況にな

っておりますので、今、全庁的に調査をかけ

ているということでございます。

○倉重剛委員 はい、お願いします。

○氷室雄一郎委員 議会事務局ですけれど

も、この会議費の中で不用額が4,600、これ

は、この年がこれだけの――３年ぐらいの状

況がわかりますか。

○吉良総務課長 昨年も大体同様のパーセン

トで、こういう不用額が出ております。３年

前のものは把握しておりませんけれども、昨

年は大体同じパーセントで出ております。

○氷室雄一郎委員 4,600万円余でございま

すけれども、数値的に見ると高いわけです。

これはいろんな状況があって、こういう数字

が出てきているんですか。

○吉良総務課長 これにつきましては大体旅

費が主なものでございまして、国内外の視

察・調査あたりが、その年その年によって行

くかどうかを判断されますので、それを不用

額が出ないようにするというのがなかなか難

しい面がございます。

○上田泰弘委員 これは要はあれでしょう。

議員が海外視察に行かぬなら、こういうのが

ずっと出てくるということを考えてよかです

か。

○吉良総務課長 その辺のところは、前もっ

てここ何年か自粛するとか何とかの決議がな

されれば出てきませんけれども、行くか行か

ぬかをその年その年に判断されるものですか

ら、予算を立てるときにはやっぱりそれに備

えて予算を立てないといけませんので、そう

いうことでやはり不用額が出る可能性は相当

高いという形になります。

○上田泰弘委員 やっぱり予算が組んである

ということは、海外視察に行かなんというこ

とですね。ただ、それを悪いというふうな形

で変に風評されるというか、マスコミなんか

でも書かれるから行けぬということですね。

○倉重剛委員 上田委員が言うのは、もっと

もな話ですね。まともな予算を組んでそれで

執行してないわけだから、ある意味において

は批判されてもしようがないわけだけれど

も、それはやっぱり議員のモラル、自分たち

の節約でもってやっているわけですね。だか

ら、それは議運でもっていろんな協議をしま

すけれども、そういう風評的なことに耐えて

我々はやっているという状況ですよ。おっし

ゃるとおりですよね。

○吉良総務課長 これは、あくまでも、やっ

ぱり議員の先生方がどうするかという御判断

によるものですから、非常に難しい面がござ

います。
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○早川英明委員長 ほかにございませんか。

（｢なし」と呼ぶ者あり）

○早川英明委員長 なければ、これで出納局

及び各種団体等の審査を終了します。ありが

とうございました。

午後１時から再開します。

午前11時48分休憩

午後１時１分開議

○早川英明委員長 こんにちは。それでは、

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。

これより、教育委員会の審査を行います。

まず、教育長から総括説明を行い、続いて担

当課長から順番に説明をお願いします。初め

に山本教育長からお願いしますが、それぞれ

着座のままで結構です。

それでは、よろしくお願いいたします。

○山本教育長 では、座らせて失礼いたしま

す。

平成19年度決算の説明に先立ちまして、前

年度の決算特別委員会において施策推進上、

改善または検討を要する事項等のうち、教育

委員会関係の事項につきまして、その後の措

置状況を御報告いたします。

２点ございますが、まず委員長報告第４の

１「収入未済の解消については、関係部局に

おいてそれぞれ努力の跡が見られ、成果も上

がっているが、財源の確保及び負担の公平性

の観点から、滞納者・債務者の所得等の把握

に努めて、法的手段を講じること 、そして」

第４の14にございます「育英資金の返還につ

いては、滞納者の所得等の把握に努め、適切

な徴収対策を講じること 、これにつきまし」

て一括して、まず御説明いたします。

御指摘のありました第１点目の教育委員会

の未収金といたしましては、育英資金貸付金

及び地域改善対策高等学校等奨学資金貸付

金、そしてスクールカウンセラー報酬等の返

還金等がございます。

育英資金貸付金等の返還における滞納者の

所得等に把握に努めることにつきましては、

育英資金貸付金は、私法上の債権であり、強

制的に滞納者の所得、資産等を調査する権限

はございませんが、貸付申請時の書類及び督

促の際の聞き取り等により、滞納者の所得等

の把握に努めているところでございます。

滞納者への法的手段につきましては、返還

促進取扱要領に基づきまして、支払督促申し

立て等を行うこととしており、法的手段も視

野に入れながら、今後も未収金解消に努めて

いきたいと考えております。

なお、徴収対策といたしまして、文書、電

話及び訪問による督促を引き続き実施します

、 、とともに 訪問督促に従事する嘱託員の増員

そして新規返還者に対する返還意識の醸成等

を実施し、なお一層の未収金回収に努めてま

いります。

次に、地域改善対策高等学校等奨学資金貸

付金の未収金でございますが、関係市町村教

育委員会等との連携を強化いたしまして、未

納者への催告とあわせて、償還計画の提出を

働きかけ計画的な返還を促すなど、未収金の

解消に努めております。

スクールカウンセラー報酬等返還金に伴う

未収金でございますが、平成12及び13年度に

任用したスクールカウンセラー１名につきま

して、任用に必要な資格要件を満たしていな

かったことが平成16年度に判明いたしました

ため、本人に対して任用当初にさかのぼって

任用を取り消し、支払った報酬等全額の返還

を求めているものでございます。

報酬等の返還がなされないため、法的措置

も視野に入れ、督促を継続して行ってきまし

たが、本人が刑事事件で逮捕され、懲役２年

の実刑判決を受け、平成20年３月まで服役し

ておりました。

出所後、再び督促を始めましたところ、未

収金の一部が納入されております。
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次に、２点目でございますが、委員長報告

第４の13「不登校の人数は減少しているが、

潜在的な不登校もあると思われるので、状況

を把握して、適切な対応を行うよう努めるこ

と」についてでございます。

これまでは、不登校のみを報告対象として

いた生徒指導関連の定例報告様式に、不登校

傾向の児童生徒数という項目を新たに追加し

まして、潜在的な不登校数の状況把握に努め

ました。

具体的な取り組みといたしましては、スク

ールカウンセラーやいじめ・不登校アドバイ

ザー等による相談業務など、従来の対策を継

続しつつ、学校、家庭、関係機関等と連携・

協力して、子供を取り巻く環境等を改善する

取り組みなどを行うスクールソーシャルワー

カーを導入いたしております。この取り組み

では、これまで学校の取り組みだけでは解消

が困難だった不登校が改善するなどの成果も

上がっております。

また、不登校の未然防止につながる人間関

係づくりに関するカリキュラム等の開発、あ

るいは有識者や関係機関などの委員から成る

不登校等対策検討委員会の提言を踏まえまし

て、不登校対策資料を各学校へ配布し、取り

組みを支援してまいります。

次に、平成19年度熊本県一般会計及び特別

会計の歳入歳出決算のうち、教育委員会関係

の概要につきまして御説明いたします。

まず、歳入につきましては、一般会計、特

別会計を合わせまして、予算現額356億1,368

万9,000円に対しまして、調定額362億3,851

万4,000円、収入済額361億1,422万3,000円、

収入未済額１億2,429万１,000円、収入率99.

7％となっております。

次に、歳出は予算現額1,652億4,877万円に

対しまして、支出済額1,634億9,748万7,000

円、翌年度繰越額３億1,999万5,000円、不用

額14億3,128万8,000円、執行率98.9％となっ

ております。

なお、繰越事業は、人吉高校五木分校教職

員住宅の移転工事費、教員免許更新制に伴う

管理システム構築のための委託事務費、熊本

城の監物櫓の修復費、菊池高校の改築工事費

でございます。

以上が、教育委員会関係の平成19年度の決

算概要でございます。

なお、詳細につきましては各課長から御説

明いたしますので、御審議のほど、よろしく

お願い申し上げます。

○早川英明委員長 引き続き、各課長からの

説明をお願いします。

まず、吉村教育政策課長。

○吉村教育政策課長 教育政策課の吉村でご

ざいます。

決算資料の２ページをお願いいたします。

まず、定期監査における公表事項は、ござ

いません。

２ページの歳入について御説明いたしま

す。

国庫支出金は、主に情報化による学校事務

の効率化等を図る先導的教育情報化推進事業

に係る国庫委託金でございます。

それから、諸収入でございますが、主に小

国高校プール事故及び水俣高校カヌー部体罰

の損害賠償に係る保険金でございます。

歳入については、いずれも不納欠損額、収

入未済額は、ございません。

次に、説明資料３ページの歳出でございま

す。

まず、教育委員会費でございますが、これ

は教育委員の報酬、教育委員会の運営費及び

。 、 。負担金でございます 不用額は 執行残です

次に、事務局費でございますが、主に事務

局職員の人件費、それから熊本県教育情報化

推進事業等に係る経費でございます。なお、

不用額の主な内容は、人件費の不用額及び入

札の執行残でございます。
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次に、教職員人事費でございますが、これ

は児童手当でございます。不用額は、当初見

込みを下回った執行残になります。

、 、次に 恩給及び退職年金費でございますが

これは昭和37年12月１日より以前に、共済制

度発足前の退職者やその遺族に対する恩給、

扶助料でございます。不用額は、執行残でご

ざいます。

教育政策課分は、以上でございます。御審

議のほど、よろしくお願いいたします。

○藤本福利厚生課長 福利厚生課長の藤本で

ございます。

定期監査の公表事項は、ございません。

次に、説明資料４ページの歳入について御

説明いたします。

財産収入は、教職員住宅の家屋貸付料及び

。 、県有地の土地貸付料でございます 財産収入

諸収入とも、不納欠損額、収入未済額はござ

いません。

諸収入につきましては、公立学校共済組合

熊本支部に委託しております公立学校教職員

厚生資金貸付事業の余剰資金の返還に伴うも

の、及び川辺川ダム建設事業に伴う人吉高等

学校五木分校教職員住宅の移転補償費でござ

います。いずれも、不納欠損額、収入未済額

はございません。

次に、説明資料５ページの歳出について御

説明いたします。

まず、事務局費でございますが、これは課

の運営費及び事務局職員の健康診断等に係る

経費でございます。不用額につきましては、

経費節減に伴う執行残でございます。

次の教職員人事費につきましては、教職員

住宅に係る経費及び教職員福利厚生事業費等

でございます。不用額につきましては、教職

員住宅修理費及び解体工事の入札の執行残等

と、後ほど御説明いたします繰越事業に係る

ものでございます。

次に、附属資料１ページの繰越事業につい

て御説明いたします。

人吉高等学校五木分校教職員住宅の移転・

新築について、移転先用地の確保がおくれた

ため、繰り越したものでございます。なお、

当該住宅は８月末に完成しております。

福利厚生課分は、以上でございます。御審

議のほど、よろしくお願いいたします。

○開高校教育課長 高校教育課長の、開

。 、 。でございます よろしく お願いいたします

定期監査における公表事項のうち 「育英、

資金貸付金償還金等の未収金について、引き

」 、続きその解消に努めること につきましては

後ほど各会計の歳入のところで説明させてい

ただきます。

では、説明資料６ページから16ページの一

般会計、熊本県立高等学校実習資金特別会計

及び熊本県育英資金貸与基金特別会計につい

て、順に御説明いたします。

まず、６ページから７ページの一般会計の

歳入に関してでございます。

６ページから７ページ上段までの使用料及

び手数料、国庫支出金、財産収入につきまし

ては、不納欠損額及び収入未済額はございま

せん。

次に、７ページ中段の諸収入でございます

が、このうち定時制通信制修学奨励資金貸付

金回収金及び雑入につきましては、定時制通

信制修学奨励費返還金等でございます。これ

は、貸与生の中途退学に伴う貸付金の返還金

でございまして、冒頭に申し上げました定期

監査において御指摘を受けたもので、82万4,

289円が収入未済となっております。

この収入未済額につきましては、文書、電

話等により督促に努め、早急な返還を促して

いるところでございます。

次に、８ページをお願いいたします。

８ページから10ページまでが、一般会計の

歳出でございます。８ページの教育総務費の

うち事務局費は、事務局運営費及び県立高等
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学校教育整備事業費でございます。

次の教育指導費は、教員の研修や児童生徒

の健全育成等に要した費用でございます。不

、 。用額は 経費節減による執行残でございます

９ページになりますが、高等学校費のうち

高等学校総務費は、高等学校入学学力検査費

でございます。

次に、教育振興費は、産業教育設備の整備

等に要した経費でございます。不用額は、産

業教育設備整備の実績減等に伴うものでござ

います。

次に、特別支援学校費でございますが、特

別支援学校の設備の整備に要した経費でござ

います。

次に、10ページをお願いいたします。

保健体育費の保健体育総務費は、定時制高

等学校における夜間給食給与に要した経費で

ございます。不用額は、夜食給与の実績減に

伴うものでございます。

次に、諸支出金でございます。

まず、県立高等学校実習資金特別会計繰出

金は、実習資金特別会計の水産高等学校費へ

の一般会計からの拠出金でございます。不用

額は、実習資金特別会計の経費節減等により

拠出金が縮減できたものでございます。

、 、次に 育英資金貸与基金特別会計繰出金は

育英資金貸与金への一般会計からの繰出金で

ございます。不用額は、育英資金貸与金に係

る償還金収入が、予算に比べ多かった等に伴

う拠出金の減でございます。

以上で、一般会計を終わらせていただきま

す。

続いて、11ページからは、熊本県立高等学

校実習資金特別会計でございます。

まず、歳入につきましては、11ページから

12ページまででございます。財産収入、繰入

金、諸収入、繰越金のいずれも、不納欠損額

及び収入未済額はございません。

なお、11ページの生産物売払収入につきま

しては、農産物等の売り払い収入見込みに対

する実績、及び漁獲物の売払収入見込みに対

する実績の増でございます。

また、繰入金につきましては、実習資金特

別会計の経費節減等により、一般会計からの

繰入金が縮減できたものでございます。

12ページの繰越金につきましては、平成18

年度剰余金を19年度に繰り入れたものでござ

います。

次に、13ページをお願いいたします。

歳出でございますが、農業高等学校費は、

農業関係高等学校における農産物、畜産、食

品加工等の実験実習と運営に要した経費でご

ざいまして、水産高等学校費は、苓洋高等学

校における実習船における操業、水産物の食

品加工等の実験・実習と運営に要した費用で

ございます。不用額は、入札に伴う工事費の

減や経費の節減等に伴うものでございます。

次に、14ページをお願いいたします。

熊本県育英資金貸与基金特別会計でござい

ます。まず、歳入につきましては、14ページ

から15ページでございます。

国庫支出金、財産収入、寄附金及び繰入金

につきましては、不納欠損額及び収入未済額

はございません。

次の諸収入につきましては、育英資金貸与

金の償還金でございまして、冒頭申し上げま

した定期監査において御指摘を受けたところ

でございますが、償還元金、延滞利息等を合

わせまして4,569万7,910円が収入未済となっ

ております。この返還金未納者につきまして

は、熊本県育英資金償還促進取扱要領に基づ

き、電話や文書、昼夜にわたる訪問等により

督促を行っております。また、新規返還者増

加への対応としまして、適切な督促方法を個

別に分類し、より効果的・効率的な督促を行

っております。今後さらに督促を強化すると

ともに、返還予定者への意識づけや学校訪問

等を行うことにより、未収金の解消に一層努

めてまいりたいと考えております。

なお、この19年度末収入未済額、約4,570
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万につきましては、その後９月末現在で454

万円が納入されております。

次に、15ページ下の段の繰越金でございま

すが、平成18年度剰余金を19年度に繰り入れ

たものでございまして、不納欠損額及び収入

未済額はございません。

次に、16ページをお願いいたします。

歳出でございますが、育英資金貸与金の不

用額は、予算枠に対しましての貸与額の減等

による貸付金の執行残が主なものでございま

す。

以上で、高校教育課を終わります。御審議

のほど、よろしくお願いいたします。

○木村義務教育課長 義務教育課長の木村で

ございます。よろしくお願いいたします。

、 、「 、まず 定期監査における公表事項 雑入

スクールカウンセラー、報酬等返還金の未収

、 」金について 引き続きその解消に努めること

につきましては、後ほど歳入のところで御説

明させていただきます。

では、資料17ページの一般会計の歳入に関

して説明させていただきます。

主な収入といたしまして、スクールカウン

セラー配置事業に係る国庫補助金、また文部

科学省等から教育方法等改善研究のための委

託を受け、調査・研究を行う事業等に係る国

庫委託金でございます。

使用料及び手数料、国庫支出金につきまし

ては、不納欠損額及び収入未済額はございま

せん。

17ページの諸収入の雑入でございますが、

収入未済額190万8,000円は、平成12、13年度

に任用したスクールカウンセラー１名が資格

要件を満たしていなかったことが平成16年度

に判明したため、任用当時にさかのぼってそ

の任用を取り消し、当該報酬等の返還を求め

ているもので、冒頭に申し上げました定期監

査における公表事項でございます。

返還遡及総額は497万7,000円で、今回未済

となった190万8,000円は、本人から提出され

た分割納入計画書に基づく平成17年度から19

年度までの返還分でございますが、督促にも

かかわらず納入がなかったものです。

なお、平成18年１月に本人が刑事事件で逮

捕され、懲役２年の実刑判決により、平成20

年３月まで服役しておりました。

出所後、本人と面談し、全額返済の意思及

び新たな分割返済計画を公正証書で作成する

ことを確認しております。

また、収入未済額のうち現在の分割返済計

画に基づく初回分から第３回目分、計１万5,

810円が本年度納入されております。

次に、資料18ページの一般会計の歳出に関

して御説明させていただきます。

まず、教育指導費でございますが、児童生

徒の学力向上、教員の研修、いじめ・不登校

対策や生徒指導等の事業に要した経費でござ

います。不用額は、経費の節減に伴う執行残

でございまして、翌年度繰越額はございませ

ん。

また、教育センター費でございますが、施

設の管理運営や教育研究、教職員の研修事業

等に要した経費でございます。不用額は執行

残でございまして、翌年度繰越額はございま

せん。

次に、保健体育総務費でございますが、食

育の推進及び栄養教諭、学校栄養職員の研修

等の事業に要した経費でございます。不用額

は執行残でございまして、翌年度繰越額はご

ざいません。

義務教育課は、以上でございます。御審議

のほど、よろしくお願いいたします。

○由解学校人事課長 学校人事課長の由解で

ございます。よろしくお願いいたします。

まず、定期監査におきます公表事項は、ご

ざいません。

次に、説明資料の19ページから26ページの

一般会計について御説明いたします。
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19ページから20ページの使用料及び手数料

でございますけれども、県立学校の授業料ま

た入学金、教員免許事業に伴います手数料等

でございます。

県立学校授業料につきまして、７万8,000

円の収入未済が発生しております。これは、

平成19年度入学者１名の授業料の未収入でご

ざいます。保護者に対しまして、電話また家

庭訪問等によりまして再三の納付指導を行い

ましたけれども、自主納付が難しいというこ

とから、民事訴訟に基づきまして、20年８月

12日に簡易裁判所に支払い督促の申し立てを

行ったところでございます。今後は、地方裁

判所に対しまして、債権者差し押さえ命令の

申し立てを行った後に、給与等の差し押さえ

を行う予定でありまして、引き続き未収金の

解消に努めてまいります。

次に、21ページから22ページの国庫支出金

でございますけれども、21ページの特別支援

学校の修学奨励費負担金、小中学校教職員の

給与に係ります義務教育学校職員費負担金、

また、22ページの下から２番目でございます

けれども、在外教育施設、いわゆる日本人学

校でございます。その日本人学校に派遣する

教員の給与に係ります在外教育施設教員派遣

事業委託金等でございます。国庫支出金につ

きましては、不納欠損額及び収入未済額はご

ざいません。

次に、23ページの諸収入につきましては、

県預金利子や給与の年度後返納等の雑入でご

ざいます。諸収入につきましては、不納欠損

額及び収入未済額はございません。

引き続きまして、歳出について御説明申し

上げます。24ページから26ページでございま

す。

まず、24ページの事務局費の不用額は、事

務局職員に係る退職手当が見込みよりも少な

かったことに伴います執行残でございます。

次に、教職員人事費の不用額は、主に教職

員に係る退職手当が見込みよりも少なかった

ことに伴います執行残並びに経費節減に伴い

ます執行残でございます。

、 。続きまして 25ページをお願いいたします

小学校費、中学校費及び高等学校費のうち

高等学校総務費でございますけれども、教職

員給与費等でございまして、不用額につきま

しては教職員の給料、諸手当、共済費の執行

残でございます。

次の全日制高等学校管理費、定時制高等学

校管理費、及び26ページでございますけれど

も、通信教育費の不用額は、学校運営に係る

経費の節減による執行残でございます。

特別支援学校費につきましては、教職員給

与費及び学校運営費などでございまして、不

用額は教職員の給料、諸手当、共済費の執行

残、並びに学校運営に係ります経費の節減に

よる執行残でございます。

次に、附属資料２ページの繰越事業につい

て御説明いたします。附属資料２ページをお

願いいたします。

これは、平成21年度より施行されます教員

免許更新制に伴います委託事務でございます

けれども、全国の都道府県教員免許状のデー

タを一括管理する電算システムの開発が必要

になり、全国都道府県で歩調を合わせまして

２月補正で予算を要求いたしました。構築に

相当な時間を要するために、繰り越したもの

でございます。

、 。以上で 学校人事課分の説明を終わります

御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○遠藤社会教育課長 社会教育課の遠藤でご

ざいます。

初めに、定期監査の結果につきましては、

公表事項はございません。

次に、歳入について御説明いたします。資

料の27ページをお願いします。

まず、使用料ですが、県立図書館青少年教

育施設の行政財産使用料、青少年教育施設に

おける有料団体の使用料収入でございます。



- 32 -

次に、国庫支出金ですが、社会教育課が実

施しました国庫補助事業及び委託事業に係る

補助金委託金の収入でございます。

次に、28ページは財産貸付収入及び諸収入

でございます。いずれも不納欠損額、収入未

済額はありません。

続きまして、歳出について御説明いたしま

す。29ページをお願いします。

社会教育費の中で社会教育総務費につきま

しては、社会教育生涯学習の振興に関する各

種事業及び生涯学習推進センターあしきた青

少年の家の管理運営費で、図書館費につきま

しては県立図書館の管理運営費等でございま

す。不用額は、いずれも経費節減及び入札等

に伴う執行残によるものでございます。

次に、30ページをお願いします。

青年の家費につきましては、天草青年の家

の管理運営費で、少年自然の家費につきまし

ては菊池少年自然の家及び豊野少年自然の家

の管理運営費でございます。こちらの不用額

も、経費節減及び入札等に伴う執行残による

ものでございます。

社会教育課分は以上です。御審議のほど、

よろしくお願いいたします。

○恵濃人権同和教育課長 人権同和教育課長

の恵濃でございます。

まず、定期監査におきましての公表事項で

すが、地域改善対策高等学校等奨学資金貸付

金の未収金の回収につきまして、指摘があり

ました。

説明資料は、31ページでございます。

歳入について、御説明いたします。31ペー

ジの諸収入の雑入及び年度後返納は、地域改

善対策事業として実施しました奨学資金貸付

金の回収金ですが、これは貸与者の中で返還

免除された人以外の償還金等でございます。

定期監査で引き続き、その解消に努めるよ

うにとの指摘がございました。奨学金の収入

未済額の7,578万3,355円につきましては、そ

の措置状況を御説明いたします。

この未収金につきましては、市町村教育委

員会等の担当者を通じ、催告とあわせまして

分割納付等を指導するなど、その解消に努め

ているところでございます。その結果、平成

20年度は９月末現在でありますけれども、18

5万9,300円を回収しております。特に、平成

17年度から運用しております収納管理システ

ムを活用しまして、一括返金の困難な未納者

には分割納付による計画的な返還を指導いた

しました結果、固定化した未収金の回収にも

効果が出てきているところでございます。今

後とも市町村教育委員会等と一層の連携を図

りながら、収入未済額の解消に努めてまいる

所存でございます。なお、不納欠損額はござ

いません。

次に、32ページの歳出の主なものについて

御説明いたします。

教育総務費の教育指導費は、教職員等を対

象とします各種人権教育研修事業費等でござ

います。不用額は、経費節減によります執行

残でございます。

次に、高等学校費の教育振興費は、高等学

校等進学奨励事業でございます。不用額は、

経費節減によります執行残でございます。

社会教育費の社会教育総務費は、社会教育

におきます指導者育成のための人権教育研修

事業費等でございます。不用額は、経費節減

等による執行残でございます。

翌年度繰越額はございません。

以上、よろしく御審議のほど、お願いいた

します。

○米岡文化課長 文化課長の米岡でございま

す。

まず、定期監査の結果につきましては、公

表事項はございません。

次に、説明資料の33ページの歳入について

御説明いたします。

33ページから34ページの使用料及び手数料
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のうち、主なものは装飾古墳館の観覧料及び

美術館の観覧料等でございます。

34ページから35ページの国庫支出金のう

ち、主なものは遺跡の発掘調査に対する国庫

補助金であります遺跡発掘調査費補助や、史

跡等の重要文化財の保存に対します国庫補助

金であります史跡等保存整備費補助でござい

ます。

また、35ページから36ページの諸収入のう

ち主なものは、国等からの発掘調査の受託に

伴います発掘調査受託事業収入でございま

す。

歳入につきましては、いずれも不納欠損額

及び収入未済額はございません。

なお、35ページの災害復旧費国庫補助金の

予算現額と収入済額との比較額のマイナス23

3万4,000円につきましては、平成18年度から

の繰り越し事業であります鞠智城跡災害復旧

事業の工事入札に伴います執行残による不用

額分でございます。

次に、歳出について御説明いたします。37

ページです。

まず、文化費のうち、主なものは国指定文

化財の保存整備に対して県補助金を交付いた

します文化財保存整備事業、国等からの受託

事業が主であります公共事業に伴う埋蔵文化

財発掘調査事業、鞠智城整備事業並びに文化

課職員31人分の人件費でございます。

文化課の不用額289万2,000円につきまして

は、経費節減に伴う執行残でございます。

次に、美術館費のうち、主なものは美術館

展覧会事業、県立美術館本館の多目的室を改

修して、永青文庫常設展示室を整備するため

の工事請負費等として執行しております永青

文庫常設展示室整備事業、並びに美術館職員

16人分の人件費でございます。

美術館費の不用額719万3,000円につきまし

ては、入札に伴う執行残及び経費節減に伴い

ます執行残でございます。

、 、次に 教育施設災害復旧費につきましては

鞠智城跡災害復旧事業に要した経費でござい

ます。

続きまして、附属資料の３ページの繰越事

業について御説明いたします。

文化財保存整備事業費でございますが、市

町村等が実施いたします国や県指定文化財の

保存整備事業の一部を補助するものですが、

熊本市が実施します熊本城の屋根部分の保存

修理工事について、年度内完了が不可能にな

ったことによりまして、平成20年度に事業費

151万7,000円を繰り越したものでございま

す。

文化課については、以上でございます。御

審議のほど、よろしくお願いいたします。

○八十田体育保健課長 体育保健課長の八十

田でございます。

まず、定期監査における公表事項はござい

ません。

次に、説明資料38ページから40ページの歳

入について御説明いたします。

分担金及び負担金は、熊本武道館管理運営

。 、費の熊本市負担金でございます 不納欠損額

歳入未済額はございません。

次の使用料及び手数料は、体育施設に係る

使用料収入でございます。不納欠損額、収入

未済額はありません。

なお、野球場及び総合射撃場の使用料です

が、両施設利用料金制をとっているため、収

入として上がっているのは行政財産の目的外

使用料のみでございます。

39ページ中段以降の国庫支出金のうち国庫

補助金については、公立文教施設事務費の補

助金でございます。

また、国庫委託金については、文部科学省

の委託事業に係る収入でございます。不納欠

損額、収入未済額はございません。

40ページ以降の諸収入でございますが、主

なものは日本スポーツ振興センターの災害共

。 、済給付金及び掛金でございます 不納欠損額
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収入未済額はございません。

予算現額に対して収入済額が少なかったの

は、日本スポーツ振興センター事業の災害共

済給付金と保険料が少なくて済んだものによ

るものでございます。

引き続きまして、41ページの歳出について

御説明いたします。

まず、保健体育総務費の主な事業は、先ほ

ど説明申し上げました日本スポーツ振興セン

。 、ター事業でございます 不用額の主なものは

日本スポーツ振興センター事業の災害共済給

付金及び保険金の執行残でございます。これ

は、先ほど説明しましたように、支出が少な

くて済んだことによるものでございます。

次の体育振興費の主な事業は、国体派遣事

業や競技スポーツ振興事業でございます。不

用額の主なものは、国体など派遣費用等が予

定より少なく済んだためのものでございま

す。

次の体育施設費は、県民総合運動公園、県

立体育館及び熊本武道館などの管理運営費や

施設整備事業費でございます。不用額の主な

のは、入札に伴う執行残等でございます。

体育保健課分は、以上でございます。御審

議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○児玉施設課長 施設課長の児玉でございま

す。

まず、定期監査の結果につきましては、公

表事項はございません。

42ページをお願いします。

まず、歳入について御説明申し上げます。

使用料及び手数料は、県立学校売店等の使

用料でございます。

国庫支出金でございますが、県立学校施設

等の災害復旧や耐震診断を実施するための国

庫補助金でございます。

43ページをお願いします。

財産収入でございますが、財産運用収入は

校長宿舎の家屋貸付料等でございます。

財産売払収入は、宇城市及び熊本市の道路

改良工事に伴う学校用地売払収入でございま

す。

なお、財産処分の詳細につきましては、後

ほど附属資料の説明で申し上げます。

諸収入でございますが、人吉高校五木分校

移転補償費、苓明高校の換地処分に伴う精算

金等でございます。

44ページをお願いします。

繰越金でございますが、昨年の明許繰越分

でございます。

以上、いずれも不納欠損額、収入未済額は

ありません。

続きまして、歳出について御説明申し上げ

ます。45ページをお願いします。

教育費ですが、教育総務費のうち事務局費

は、市町村の施設整備に係る指導調査に要し

た経費でございます。

高校学校費ですが、全日制高等学校管理費

は、県立高校の校舎等の管理に要した経費で

ございます。

学校建設費は、菊池高校校舎等改築及び人

吉高校五木分校旧校舎解体や、玉名工業高校

の教室棟耐震改修など、県立学校の施設整備

に要した経費でございます。不用額は、入札

残に伴う執行残等でございます。

46ページをお願いします。

特別支援学校費ですが、県立盲・聾・養護

学校の施設整備に要した経費でございます。

不用額は、入札に伴う執行残でございます。

、 、災害復旧費ですが 教育施設災害復旧費は

平成19年の梅雨前線豪雨によって被災した矢

部高等学校実習林の災害復旧に要した経費で

ございます。

次に、附属資料について御説明申し上げま

す。４ページをお願いします。

繰越事業ですが、高等学校施設整備事業に

係る繰り越しでございます。当事業について

は、菊池高校校舎改築事業において入札契約

に不測の時間を要し、年度内完了が困難にな
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ったため、事業費２億6,905万2,000円を繰り

越したものでございます。

５ページをお願いします。

財産処分でございますが、宇城市及び熊本

市の市道改良工事に伴い、小川工業高校や盲

学校の学校用地を売り払ったものでございま

す。

以上でございます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。

○早川英明委員長 以上で教育委員会の説明

が終わりましたが、審議に入る前に５分間休

憩します。

午後１時44分休憩

午後１時49分開議

○早川英明委員長 それでは、休憩前に引き

続き審議に入ります。

先生方、何かございませんか。はい、早田

委員。

○早田順一委員 監査結果での指摘で育英資

金並びに高校教育課と人権同和教育課の方に

未収金がありますけれども、この未収金は恐

らく保証人をつけておられるかと思います

が、払う能力がない方に対しては恐らく保証

人の方に請求されているんじゃないかと思い

ます。それから、払う能力がある方、奨学金

をもらって勉強して、ひょっとしたら公務員

になっておられる方もいらっしゃるかもしれ

ませんし、ある程度の能力のある方がどれぐ

らいいらっしゃるのか、ちょっと教えていた

だきたいと思います。

○開高校教育課長 育英資金の制度でござ

いますけれども、修学貸与と育英貸与とあり

ますけれども、両方とも今御指摘がありまし

たように連帯保証人を立てていただくことに

なっております。現在、平成19年度の356人

が未納になっておりますけれども、そのうち

の133名については保証人等から返還を受け

ている状況にございます。以上です。

○恵濃人権同和教育課長 返還対象者の所得

増とか、あるいは生活保護基準等の見直しに

よりまして、免除対象とならない事例が増加

して、お話ししましたように、返還調定額は

増加傾向にございますが、このうち約６割が

返還されておりますけれども、残り４割強が

新たな未収金として残っているところでござ

います。この未収金についても回収に努めて

おりますけれども、所在不明者の増加とか、

あるいは保証人となっておられます保護者等

――両親ですね。が、高齢化等に伴いまして

回収が進まない状況にございます。具体的な

数字については、まだ把握しておりませんが

……。

○早田順一委員 なかなか払えない方は、先

ほど分割とかのお話があっておりましたけれ

ども、払う能力がある方、そういった方は主

にどういった職業というか、そういうのはわ

かりますか。

○開高校教育課長 職業については、特に

そこまでは確認はしておりません。

○恵濃人権同和教育課長 やっぱり会社員、

あるいは中には公務員等もおるかとも思って

います。

○早田順一委員 公務員の方もいらっしゃる

ということでありますけれども、そういう方

は恐らく払える能力があるんじゃないかと思

いますが、それから先ほど高校教育課の方は

わからないということでありますけれども、

実際そういう払える方というのも結構いらっ

しゃるんじゃないかと思うんですけれども、

どうでしょうか。
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○開高校教育課長 この貸与の家計の基準

、 。といたしまして 収入での基準がございます

例えば、修学貸与につきましては生活保護基

準の1.5倍以下とか。ですから一般的には公

務員等は非常に少ないというふうに考えられ

る。それから、育英貸与につきましては少し

緩和されるわけですけれども、そういう収入

の基準あたりからすると、公務員については

非常に少ないのではないかというふうに思わ

れますけれども。以上です。

○早田順一委員 その辺をしっかりと調べて

いただいて、取れるところから取っていった

方がいいと思いますので、400何十万か努力

をして取られておりますけれども、今後とも

しっかり頑張っていただきたいと思います。

公務員の方には、特に強く言っていただきた

いと思います。

○早川英明委員長 これは、多分毎回これか

らずっとあると思いますよ。だから、私がさ

。 、っき言ったのはそこだったんですが 教育長

、 。今の２つの総括ですが 締めをしてください

○倉重剛委員 育英資金というのは、私は高

校を卒業して随分たつので認識が甘くなって

いますが、育英資金の借りられる条件という

のは、どういう条件があるんですか。まず、

それを教えてよ。

○開高校教育課長 まず、先ほど申し上げ

ましたように修学貸与と育英貸与というのが

ございますけれども、修学貸与につきまして

は生活保護基準の1.5倍以下というのが、こ

の基準でございます。それから育英貸与につ

きましては、給与等の収入の目安がございま

して、世帯の数によっても違うわけですけれ

ども、そういう細かな基準というのを設けて

ございます。ですから、例えば４人世帯では

767万とか、そういう形で基準の決め方をし

てございます。以上です。

○倉重剛委員 育英資金というのは普通、俗

に言うけれども、今の条件を満たせば簡単に

借りられるの。

○開高校教育課長 今、基準がございます

というお話をいたしました。ですから、その

基準よりももちろん希望者というか申請者は

かなり多いわけでございますけれども、そう

いう中で、基準内に入っていながら不合格に

なっておられる方もございます。人数にして

400人強ぐらいの人数の方が基準内の不合格

になっているというのが現状でございます。

○倉重剛委員 １人当たり幾らぐらい借りら

れるね。卒業するまでのトータルで、どのく

らいね。

○開高校教育課長 月額で、公立で自宅通

学の場合が１万8,000円、それから私立の自

宅からの通学が３万円というふうになってい

ます。自宅外であれば、公立は２万3,000円

それから私立の自宅外は３万5,000円でござ

います。

、 、○倉重剛委員 というのは 条件を満たせば

それは学校が窓口で判断をして、それで学校

が推薦するわけですね。

○開高校教育課長 推薦は学校でございま

すけれども、一応こちらの方で選考委員会を

開いて、そしてきちんと……。

○倉重剛委員 選考委員会は、どういうメン

バーですか。

○開高校教育課長 教育委員会の内部のメ

ンバーでございます。
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○倉重剛委員 というのは、非常に違和感を

感じるのは、ここは先ほど教育長が説明した

中で、服役された方が未納になっているとい

うことで、服役者を出しているという、これ

は非常にみっともない話だと思うわけだよ

ね。もちろん、その当時は犯罪を犯すような

人であったかどうかというのは見分けがつか

なかったろうと思うんだけれども、これは非

常に恥ずかしい話だね。だから、教育委員会

の中に審査委員会があって、生活環境だとか

いろんなことは調査するんですか。

○山本教育長 今の服役者の話でございます

けれども、これは修学貸与ということではご

ざいませんで、うちがカウンセラーとして雇

っていた人が、実はそのカウンセラーの資格

を持っていなかったということがわかったも

のだから、さかのぼって解雇して、その間払

っておった報酬を返しなさいという……。だ

から未収金ではあるんですけれども、その時

点では確かに服役者になるかどうかというの

は知りませんでした。

○井手順雄副委員長 詐欺で服役さしたっで

すか。

○開高校教育課長 詐欺と覚せい剤違反で

す。

○倉重剛委員 だから、どっちにしても、育

英資金をもらった方がそういう状況にあった

のかなと思ったんだけれども、そうじゃなく

て……。しかし、どっちにしてもみっともな

い話だな。

○井手順雄副委員長 この１番と２番の監査

結果の報告の中で、同じような奨学金制度だ

と思うんですが、これは今、高校教育課のそ

ういう制度でありますけれども、人権同和教

育課の方も同じような基準というか、支払い

もそうだし、そういうことですかね。

○恵濃人権同和教育課長 基準については、

同様だと思います。

○井手順雄副委員長 その金額に関しては、

全く一緒ということですね。

○恵濃人権同和教育課長 貸し付けにつきま

しては、法の失効によりまして、平成17年度

からやっておりません。

○井手順雄副委員長 では、この地域改善対

策高校奨学金貸付制度というのは、もう終わ

っているんですね。

○恵濃人権同和教育課長 今は、返還事務だ

けが残っております。

○池田和貴委員 最初の教育長の決算概要説

、 、明書にあったんですが この徴収対策として

訪問督促に従事する嘱託員の増員というふう

に書いてございますが、今は何人ぐらいいら

っしゃって、今後どのようにしていこうとさ

れているんでしょうか。

○開高校教育課長 以前は兼務職員を１名

配置しておりましたけれども、貸与者の増加

に対応するために、平成14年度から専任職員

を１名、そして平成16年度から２名というこ

とで、今回、決算特別委員会ではこの19年度

でございますので２名、そして今年度につき

ましてはさらに１名増して３名で体制を強化

。 。しているということでございます 以上です

○池田和貴委員 では、嘱託職員さんですか

ら、県職員さんとは別個に雇用するというこ

とでしょうか。

○開高校教育課長 はい、嘱託職員でござ



- 38 -

います。

○氷室雄一郎委員 これは毎年これからもど

んどんふえて、平成18年度はどのくらいにな

っているんですか。

これは奨学金の制度が一部変更になりまし

て、県の方に非常に負担がかかっているとい

うことで、人員の体制をしっかりやってくれ

ということは要望してきたんですけれども。

○開高校教育課長 滞納額が平成18年度が

3,235万2,930円でございます。そして、平成

19年度につきましては、先ほど御説明いたし

ましたように4,569万7,910円ということにな

ってございます。

○氷室雄一郎委員 これは今から毎年どんど

んふえて、日本全国が悩んでいるわけでござ

いますので、嘱託の方を増員されても、これ

はなかなか追いつかないという現実は厳しい

ものがあるわけでございますので、これは各

県いろんな方法をとっておられますので、も

う少し情報を共有していただいて、何らかの

形で、とにかく徴収する人がおっても300何

十名をどうしてやるかというのはなかなか難

しいことなんですね。だから、こういう厳し

い状況でございますので、また来年はどんど

んふえます。でも、ずうっとこれは、これが

育英奨学金から県の方に移されまして、県と

しては負担が非常に重たくなっているのは事

実なんですね。だから、何らかの形で、日本

全国いい方法をとっているようなところを研

究していただいて何とかやらんと、また次も

これはずっと膨らんでいきますので、この辺

をもう一遍検討していただければと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

○山本教育長 今、氷室委員からお話があり

ましたように、平成17年度から日本学生支援

機構から高校奨学金ということで、県の方に

移管されて、そこから実はふえて、今おっし

ゃったように県としてふえてきたという、だ

からどうということはないんですけれども、

そういうふうな経過がございます。

したがいまして、今おっしゃったように、

我々としたら少しずつでもいいから、とにか

く償還を取っていきたいということで、本来

は幾らずつ返さなくていけないと決まってい

るやつを、償還計画をつくらせて、そして先

ほどのカウンセラーでも月5,000円でもいい

からということで計画をしております。

とにかく、取れるだけ取っていこうという

姿勢で頑張っているところでございますけれ

ども、今おっしゃったように確かに厳しい状

況にはありますけれども、そこはもう何らか

の形でこれを取れるだけ取っていこうという

ことで精いっぱい頑張ってまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

○倉重剛委員 教育長、理屈はそうかもわか

らないけれども、どこかで見直しの機会があ

ってしかるべきですよね。今、氷室さんがお

っしゃるように、何かの見直しの時期が来て

いるんじゃないですか。そうでなければ、ど

んどん膨れ上がっていく。私は20何年議会に

おるけれども、毎年あるんだよね、これは。

「またか」という話ですよね。これは一遍に

返済できないわけだから、一緒にできないで

すから、何かそういう形の議論というのはし

ているんですか。

○山本教育長 今、倉重委員からございまし

たように、全国的にこれを情報の共有化をし

て、見直しとかそういったことを含めての議

論を今やっているとは私は聞いたことはござ

いませんけれども、さっき氷室委員からもあ

りましたように全国的には恐らく問題だし、

この前あれはどこだったですかね、各金融機

関か何かに返せない人のリストかなんかを言

うとか、新聞に載っていましたですね。大学
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の分だったかと思いますけれども。それは別

にして、だから、そういったことで私どもと

しては、今おっしゃったように全国にも、ど

ういったふうな対応をとっているのか、ある

いは今後どうするのか、その辺はまた基本的

に考えて議論していきたいと思います。

ただ、先ほども言いましたように、取る方

は少しでもいいから取っていきたいと思って

おります。

○井手順雄副委員長 今これの徴収係で３名

の方を外部から――この分の給料なんかはど

うなっていますかね。費用対効果ですよ。私

が言いたいのは、今サマーレビューでどんど

ん削っておられますね、この4,600万なにが

しを取るのに、どれだけの費用をかけて取る

のかですよ。ここもぼちぼち考えていかんこ

とには、そこ辺で見えないところでお金が要

ると。そこを削減すれば、税収はまだまだ上

がるのかなと。ここが全然ないんですよ。や

っぱり公平的な立場で定めなければいかぬと

いうような考えも、よくわかります。しかし

ながら、もうここまできて、やっぱり大変厳

しい中で費用対効果というのを考えながら―

―先ほども全部から取るといいますけれど

も、お金をかけなくても、取り方はいっぱい

。 、あるんですよ そういうところも考えながら

やっぱり今後はやっていこうと、そんなこと

でひとつお願いしたいと思います。答弁は要

りません。

○早川英明委員長 この問題について、監査

事務局の金田さん、コメントを……。

○金田監査委員事務局長 今、副委員長の方

からも、公平性とそれから効率といいますか

効果の面でのお話がございました。

監査といたしましては、とにかく未収金の

回収ということでの努力を求めた意見を出さ

せていただいているところでございます。ま

た、その努力自体が既存の納めていただいて

いる方に対して影響をし、この程度の収入と

いいますか、納めをいただいているというふ

うに考えております。これを完全に費用対効

果のみを考えてまいりますと、逆に現状納め

ていただいている方も、もうそうであれば納

めなくてもいいんではないかというお話にな

るかもしれないということで、監査としては

公平性を保つためにという意見で、ずっとお

話をさせていただいている。完全100％とい

うのは、税も同じでございますが、非常に難

しゅうございます。努力を認めつつも、やは

りなお努力をという形でのお話をしていると

ころでございます。

○倉重剛委員 監査員も甘かぞ、それはちょ

っと……。

○早川英明委員長 教育長、今監査員の方か

らもそういうことでありますから、たまたま

前監査事務局の児玉さんあたりも、おたくの

課にいらっしゃるけんですよ、なるだけ回収

に努めていただくように、よろしくお願い申

し上げておきます。

ほかにございませんか。はい、佐藤委員。

○佐藤雅司委員 ５ページでございますが、

福利厚生課長さんにちょっとお尋ねします。

福利厚生課の中で、教職員人事費となって

おりますね。そして、教職員住宅建設事業、

これについてはどうですか、まず、２点ある

と思いますが。従来から先生方の福利厚生の

一環として住宅建設をするという考え方、現

状はそうじゃないというふうに思っておりま

すけれどもね。

、 、そういう点と それから需要がどれくらい

市町村からとかいろんなところから要望があ

るというふうに思っておりますが、そうした

需要といいますか、そういうものはどのくら

、 。いあるのか その点をちょっとお尋ねします
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○藤本福利厚生課長 まず１点目でございま

すけれども、ここに教職員住宅建設事業とい

うふうに書いてありますけれども、これは、

つくった住宅に関する費用の返還の金額でご

ざいます。そして、平成13年度までは建設し

ておりましたけれども、14年度以降はもう建

設はありません。そのときまでにつくった建

設費を今償還しているという、その償還のお

金でございます。というのが、１点目でござ

います。

それから、需要については、今、教職員住

宅の入居率につきましては81％ございます。

18年度に廃止基準というのをつくりまして、

２年連続で５割以下の入居率のところは廃止

をしていくというような基準をつくっており

まして、今その計画に基づいて順次廃止をし

てきているというところでございます。

○佐藤雅司委員 現在ですね、14年度までと

いうことで、新しいやつについてはもうつく

ってないということなんですが、ほとんどの

先生方が、住宅をつくってくださいという希

望は結構あるんですね。でも、ほとんど入ら

れません。やっぱり通われるんですね。去年

でしたか、通っておって校長先生方も交通事

故を起こした、そして処分を受けたという人

もいましたけれども、そこにおれば何のこと

はなかったんですよね。そうやって、やっぱ

り地域の中に根差した教育をしていくために

、 、は やっぱりおらないかぬと私たちは思うし

そういう面から住宅をつくって差し上げて、

ぜひ充実した教育をやってくださいよという

ふうに思っているのが、そういう考え方から

出てくると思うんですが、まずその福利厚生

からやっているという、そこはえらい細かい

ことは言いませんけれども。

１点目の質問は、福利厚生事業というそう

いう考え方が、私は今の時代に合わないんじ

ゃないかと。だから新しい建設はやってない

わけですから、それはそれでいいと思います

が、やっぱりそういう需要が今81％とおっし

ゃったんですが、本当にそうなのかなという

。 、感じが実感としてあります ほとんどの方が

いわゆるこの教職員住宅に入られずに別な住

宅を利用されているという人が結構いて、あ

るいは、わざわざあれせんでも４時になった

らもう帰りますよ、そしてまたあした通って

きますという先生方が結構おられるんじゃな

いですか。私は、そういうふうな実態を何人

も実は見ているんですね。そこ辺は、いかが

でございますか。

○藤本福利厚生課長 なるべく学校の近くに

住んでいただくようにということで学校の方

からお願いしているわけですけれども、今は

車あたりとかの利用も多くなりまして、なか

なか通えるようなところの場合は近くに住ま

ないというようなこともございます。そうい

うところとの兼ね合いも考えながら、今後計

画していきたいというふうに思っておりま

す。

○佐藤雅司委員 また検討してください。

○井手順雄副委員長 福利厚生課長に聞きま

すけれども、附属資料の五木分校の教職員の

予算額は２億4,200万ですかね。

○藤本福利厚生課長 この執行額は、全体の

執行額です。

○井手順雄副委員長 教職員住宅自体はいく

らでできるのか。

○藤本福利厚生課長 その下の繰越額の金額

ですね。

○井手順雄副委員長 わかりました。
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○森浩二委員 高校教育課にお伺いしますけ

れども、高校生就業体験等支援事業とは、ど

ういうやつですかね。

○開高校教育課長 高校生の就業体験等支

援事業につきましてですけれども、生徒に望

ましい勤労観とか職業観を育成するととも

に、実践的な知識や技能を体得させるため、

企業での実習と学校での講義等を組み合わせ

た企業実習を実施する授業でございます。中

に、インターンシップの推進事業も入ってお

ります。以上です。

○森浩二委員 ところで、高校生が就職をす

るとき面接を受けますよね、そのとき親の職

業とか収入ですか、そういうのを聞かれたと

きには答えなくていいというような指導をさ

れておるとですかね。

○恵濃人権同和教育課長 面接等につきまし

ては、違反質問としては子供たちには、学校

の指導でそのような質問には答えなくてもよ

ろしいというふうな指導はしております。

○森浩二委員 何で聞いたかというと、高校

生がバイトするのに親の所得証明を持ってき

なさいという学校が結構あるとですよね。そ

ういうふうな方針でいっとるとですか。学校

単位ですかね。おかしかでしょう。何で親の

所得証明を持っていかないかぬのか。そうい

うのを学校が要求しておるわけですよ。結構

あると思うんですけれども、そういうのは把

握されておりますか。

○開高校教育課長 今おっしゃったのは企

業の方が……

○森浩二委員 いや、学校がアルバイトする

のに学校に許可をもらうときに親の所得証明

を持ってきなさいということですよ。

、 、○開高校教育課長 ひょっとすると 結局

普通アルバイトも高校によっては勉強とか部

活動に専念してほしいという意味合いがあっ

て、どうしてもやむを得ない事情を確認する

ために取っているところがあるかもしれませ

ん。

○森浩二委員 あるとですよ、実際。私はち

ょっと調べて、もう３校ぐらい聞いているん

ですよ。ただ、親の所得証明を持ってきなさ

いというのは、ちょっといかがなものかなと

思っておるとですけれども。

○開高校教育課長 そうですね。今のにつ

きましては、やり方といいますか、どうして

も経済的にやむを得ず、そういう意味での申

請をするときの資料としての取り方ですね。

そのあたりについては、また検討させていた

だければと思いますけれども。

○森浩二委員 学校の先生といえども、親の

所得なんか、金を借りるわけではなかですけ

んね、ちょっと調べてもらいたい。多分結構

あると思うんですよ。

○恵濃人権同和教育課長 ただいまの話で、

家庭の収入とかそういうものを学校で把握す

るのかしないのかと、いろいろありますけれ

ども、最初に申し上げましたが就職のときに

家庭の状況とかそういうのは聞かない、聞い

たらいかぬですよというのは、本人の能力に

関係ない親の収入とか、そういうもので就職

合格とか不合格とか決める、それはいかぬだ

ろうというのが前提。

それから、アルバイトは多分、今課長が言

いましたように経済的な状況というのを把握

したいがためにそういうことをやったのかも

しれませんけれども、学校で絶対にそういう

のはしないかというと、例えば奨学金なんか
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をやるときの条件には、そういう書類を学校

に持ってこさせてチェックをしたりすること

はありますので、学校で絶対にそういうのを

取らないかというと取ることもありますけれ

ども、それは目的によってということですの

で、その辺は不適当な目的でやるのはいけま

せんので、そこはしっかりまた調べてみたい

と思います。

○森浩二委員 お願いしておきます。

○池田和貴委員 不登校傾向の児童生徒数と

いう項目を新たに追加し、潜在的不登校の状

況の把握に努めましょうということで書いて

ございます。これについては、ぜひやってい

ただきたいと思うんですが、私がちょっと聞

いたのは、子供の不登校の問題なんだけれど

、 、も 先生の不登校も結構多いとよという話を

実は地元で聞いているんですけれども、先生

も病気やいろんなことはあると思うんです

が、仕事に出てこられない先生というのはど

れくらいいらっしゃるんですか。

○由解学校人事課長 学校に出てこられない

先生というのは、平成20年５月１日現在でご

ざいますけれども、全体で78名の方が休職さ

れております。そのうち、一般疾病が18名、

精神的疾患が60名という形で、メンタル的な

面での休職理由が非常に多くなっているとい

う状況でございます。

○池田和貴委員 それは正式に届けは出てい

る人ですね。私が聞いたのは、届けは出てな

いんだけれども、学校側でやり繰りしている

ということはなかですか。

○由解学校人事課長 学校の方からは、そう

いう職員がいた場合には、必ず県の方に報告

があり、臨時の非常勤講師なり臨採等の要求

がございますので、そういう実態は我々はな

いと思っております。

○池田和貴委員 では、長期の休みはないで

すけれども、休みがちで、例えば有給休暇を

超えて休みが多い先生とか、そういう先生と

かは、いらっしゃらないですか。

○由解学校人事課長 有給休暇の取得状況

は、１人平均10日前後だと思っていますけれ

ども、それを超えての休職者というのは把握

しておりませんし、そういう話もあっており

ません。ただ、私傷病で90日間休む方はいら

っしゃいます。

○池田和貴委員 わかりました。それは私も

現実に調べたわけではないんで、そういう声

があったということで、聞かせていただきま

した。その辺はまた、そういうことはないと

思いますが、きちんと確認をしていただけれ

ばと思っております。

○由解学校人事課長 わかりました。

○池田和貴委員 もう１つ、よかですか。今

度は文化課にちょっとお伺いしたいんです

が、今年度、管内視察で県立美術館に行かせ

ていただきました。そのときにちょっとお話

を聞いたんですが、昨年はこの歳入に関する

調べにあるように、展覧会の事業収入、予想

よりも735万ほど多かったんですね。来館者

がふえました。それは、魅力的な展示を企画

して実行されたというのがあるんですね。と

ころが、この収入がふえた分に対して、この

辺のふえた分は全部県に持っていかれてしま

って、幾らふやしても結局自分たちのインセ

ンティブが働いていかないような感じがある

というようなお話を、その県立美術館の方に

ちょっと聞いたんですよね。結局、来館者が

多いということは、県民にとって魅力的な企

画を多くつくってきたということなんで、こ
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の辺がそういう現場のインセンティブが働く

ような方法、それは金銭面だけではありませ

んが、その辺は何かできないかなと思ってお

るんですが、どがんでしょうか。

○米岡文化課長 何とも返事に困りますけれ

ども……。しかし、我々は公務員でございま

すので、一生懸命努力する以外にないと思い

ますけれどもね。済みません、答えにならな

くて。

○池田和貴委員 非常に難しいと思います。

ただ、ではこれは減っても別にいいのかと。

これが減って、予算規模に対して減っていっ

ても、何の罰則も当然なかわけですね。

○米岡文化課長 実は美術館の収入につきま

しては、美術館の観覧料と展覧会の事業収入

それから美術館の使用料、この３本立てで大

体美術館の収入が決まってまいります。平成

18年度までは2,700万ぐらいでいっていたわ

けですが、平成19年度は4,900万という収入

を上げております。本当に一生懸命頑張って

おられます。このときに収入が上がった理由

、 。は ピカソ展それからナスカ展でございます

それから、本年度につきましても、シャガ

ール展とかそれから永青文庫、こういったも

ので、昨年と同レベルになるかどうかわかり

ませんが、その前の18年度よりもうんとふえ

るということは間違いないと思っておりま

す。

○倉重剛委員 文化課長、私もエジプト展を

。 、見させていただいた 孫が非常に喜びまして

よかったなと思ったんです。ああいう催しを

どんどんやってくださいよ。熊本県人はなか

なか触れるチャンスが少ないわけだね。だか

ら、やっぱりあそこはそういう一つのメッカ

ですよ。ぜひ企画力を高めてもらって、収益

は別問題として、さっき話が出ていたけれど

、 。も 言われて私は前売券を買わせてもらった

100円ぐらい違ったかな。そういう努力は県

。 、職員もずっとやっているんですよね 行って

本当によかったと思います。だから、ぜひい

い催し物をやってください。お願いしておき

ます。

○米岡文化課長 はい。ありがとうございま

す。

○池田和貴委員 私が言いたかったのは、そ

ういうことなんですよ。県立美術館が、田舎

におると都会の人に比べて、見る機会がなか

なか少ないんだろうと思うんですね。その企

画展をきちんとやれるのは、商業ベースだけ

でなくてできる公共の部分に負うところがや

っぱり多いと思うんですよ。だからこそ、そ

ういうインセンティブを働かせて、さらに魅

力的なものを県民が見る機会をふやしてほし

いと、そういう観点から申し上げていますの

で、ぜひよろしくお願いします。

○早川英明委員長 今のは、追加はこういう

。 、ことですよ 私も一緒に文治で行きましたが

売り上げは4,000万強上がったと。でも、実

際の予算をそれに見合うバックをしてくれ

と、そういうことを本館の方からおっしゃる

わけですよ。そうすることによって、なおい

ろんな魅力ある催し物をされるんだというこ

とをおっしゃったということです。文化課長

は、そこのところはどうですか。

○倉重剛委員 館長は今だれかな。

○米岡文化課長 今は上村館長です。

○早川英明委員長 そういう文治の視察のと

きに、懇談会の中でそういう意見が出ました

から、それをおっしゃったんですよ。

ほかにありませんか。
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○髙野洋介委員 スクールカウンセラーが、

免許がなかったということなんですけれど

も、入れるときに免許証を見せてくださいと

か、そういうのは手続上なかったのかなとい

うのがあるんですよ。

○木村義務教育課長 先ほど申し上げました

無資格のスクールカウンセラーでございます

けれども、これは、実際に起こったのは平成

12年度でございます。そのときに、履歴書と

かそういうのを押さえまして、一応スクール

カウンセラーには臨床心理士の資格証が要り

ます。それに関しましても一応持っていると

いうことで押さえまして、臨床心理士会とい

うのが県にございます、そこにも尋ねまして

「大丈夫か」と。そうしたら向こうは 「い、

い人が見つかって、よかったですね」という

レベルだったんです。ところが、実際に平成

13年になりましたら、どうも臨床心理士の資

格を持ってないということが出てまいりまし

た。本人が申しますには、自分は臨床心理士

の資格を、ある医者から試験を受けろという

ことで受けたと。それはどこに持っているか

といったら、その人は奥さんがフィリピン人

でございます。実際にフィリピンに行ったと

きに、家が火事になって燃えてしまったと。

それで、そういう証書は実際は持っていない

ということがわかったわけでございます。実

際、持ってなかったんですけれども。

○髙野洋介委員 要は、県が確認ばしておら

んということですたいね。そうでしょう、も

とはそこでしょう。だから、そういったとこ

ろがないように今後していかなんとでしょう

けれども、290何人そういうカウンセラーの

方々がおんなはると思うとばってん、みんな

がみんな持っておると思うですよ。まじめに

しておる人たちばっかりなもんですから、１

人そういう人がおんなはると、周りがやっぱ

りそういう人が多いんじゃないかなという目

があると思うんですよ。ですので、やっぱり

そういったところも県としてしっかりと、や

っぱり交付してないときは再交付してくださ

いとか、そういった形でしていかぬと、また

こういう事件なんかが起こったときにもっと

大変なことになるかもしれませんので、そこ

ら辺はしっかりと。

○木村義務教育課長 その後、そういうとこ

ろをしっかりやろうということで、臨床心理

士の免許番号それからその写し、そういうも

のを実際に申請のときに出させるという形を

現在はとっております。

○髙野洋介委員 わかりました。

○山口ゆたか委員 義務教育課にお尋ねしま

す。18ページです。いじめ・不登校対策総合

推進事業ということで、主要事業の主な施策

の成果ということで、201ページに載ってお

りますけれども、いろんな形で市町村等々と

連携しながら進めておられるのだなというふ

、 、うに思っておりますが 附属資料の７ページ

不登校児童生徒保護者への支援ということ

で、プロジェクトとしてはＢの評価を得てお

ります。この要因としてはどういうことが挙

げられるのか、そしてまた今後このいじめや

不登校の問題をどう対処していかれるのか、

そのあたりを教えていただければと思いま

す。

○木村義務教育課長 まず、いじめ・不登校

問題でございますけれども、いじめにつきま

しては本県におきましては毎年11月か12月に

、 。おきまして 県下一斉の調査をしております

各学校から一応、毎月上がってくるんでござ

いますけれども、それでは十分じゃないとい

うことで――別に信用しないわけではござい

ませんけれども――すべての子供たちに対し
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まして、いじめられたと言う子供が平成18年

度が約３万件ございました。そして、今年度

の平成19年度が２万5,000件ということで5,0

00件減ってまいりました。

実際に、いじめに関しましては、いじめら

れた子供に対しましては各学校で取り組んで

いきまして、99.9％近くが解消しているとい

うことで、もうほとんど解消しております。

不登校につきましては、非常に課題がござ

いまして、６年ぐらい減少ぎみでございまし

たけれども、平成19年度に増加傾向に移りま

した。そこ辺がちょっと課題ということで、

Ｂという評価が出ていると思います。これに

つきましては、本年度今までのスクールカウ

ンセラーに加えまして、スクールソーシャル

ワーカーというもの、これは不登校等の原因

が子供たちそのものに対するケアを行うのが

スクールカウンセラーでございますけれど

も、やっぱり家庭環境、やっぱり、ある面で

親の教育力というものが弱くなっていまし

て、そういう面で家庭環境をちゃんとしてい

って不登校を直そうということで、スクール

ソーシャルワーカーというものを各教育事務

所に本年度から導入しまして、不登校の解消

を図っていきたいと思っているところでござ

います。

○山口ゆたか委員 ソーシャルワーカーを設

置されるということで――ただし、今現場の

方でちょっと感じることなんですけれども、

やはりそういった指導という形もありますけ

れども、かなりの時間をかけて家庭の人たち

と向き合って、その方が実は一番、効率的に

は悪いように感じますけれども、結果的には

その方が問題解決が早いのではないかという

ことも思います。確かに財政が厳しい中、い

ろんな形で模索されていって思案されて構築

されるんでしょうけれども、やはりこの問題

はしっかりと、不登校という問題は、かなり

家庭の影響が多いのではないかということ

も、私が見た限りでは感じますので、そのあ

たりの充実を年々図っていただければという

ことを要望しておきます。以上です。

○早田順一委員 最後、すぐ終わります。

文化課にお尋ねします。災害復旧費であり

ますけれども、地元の鞠智城の災害復旧事業

で2,785万7,000円出ておりますが、ちょっと

私が地元におりながら、こんな大きな災害が

あったのかなと思ったものですから、いつご

ろ、鞠智城のどの辺が災害に遇ったのか、ち

ょっと教えてください。

○米岡文化課長 平成18年度の台風でござい

まして、そのときの被害でございます。そし

て展望広場というのがございますけれども、

そこの法面の崩壊でございます。

○早田順一委員 18年のいつごろですか。

○米岡文化課長 台風被害は、18年度でござ

います。

、 。○早田順一委員 18年の梅雨時 台風時……

○米岡文化課長 18年度でできなかった分を

19年度に繰り越したということでございま

す。

○早田順一委員 はい、わかりました。

○早川英明委員長 ほかにございませんか。

なかったら、終わりますよ。

（｢なし」と呼ぶ者あり）

○早川英明委員長 それでは、以上で教育委

員会の分を終わりたいというふうに思いま

す。どうも御苦労さまでございました。

今それぞれ質問がございました件につきま

しては、今後ともひとつ改善の方をよろしく

お願い申し上げておきます。
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午後２時35分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

決算特別委員会委員長


